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神
楽
の
意
義
・
機
能
と
し
て
、
死
者
を
供
養
し
あ
の
世
へ
送
る
こ
と
（
死
霊
祭
祀
）

が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
そ
の
濫
觴
は
、
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
を
受
け

継
い
だ
五
来
重
の
所
説
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
浄
土
神
楽
」
と
し
て
批
判
的
に

継
承
し
、
豊
富
な
歴
史
資
料
に
よ
っ
て
裏
付
け
た
岩
田
勝
の
業
績
は
特
筆
す
べ
き
も
の

で
あ
る
〔
岩
田　

一
九
八
三
ａ
〕。
岩
田
の
仕
事
以
降
、
神
楽
と
死
霊
祭
祀
の
関
係
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
論
者
に
よ
り
多
様
な
浄
土
神
楽
論
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
浄
土
神
楽
の
問
題
は
、
平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
に
斎
藤
英
喜
と
井

上
隆
弘
が
「
中
世
神
楽
」
論
を
提
唱
し
た
〔
斎
藤
・
井
上　

二
〇
一
六
〕
こ
と
で
再
び

注
目
を
集
め
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催（

1
（

や
関
連
論
考
の
発
表
も
多
く
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

浄
土
神
楽
研
究
の
盛
況
は
、
中
国
地
方
の
神
楽
を
研
究
し
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
喜

ば
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
研
究
の
現
状
に
は
首
を
か
し
げ
る
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中

世
神
楽
研
究
、
浄
土
神
楽
研
究
に
関
す
る
問
題
点
は
、
用
語
の
濫
用
と
内
容
の
拡
大
解

釈
を
諫
め
る
鈴
木
正
崇
〔
鈴
木
正　

二
〇
一
八
、
二
〇
二
〇
〕
や
、
研
究
の
タ
コ
ツ
ボ

化
を
指
摘
す
る
俵
木
悟（

（
（

に
よ
っ
て
既
に
提
起
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
両
者
の
意
見
に
同

意
す
る
が
、
浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
が
指
し
示
す
内
容
（
定
義
）
が
論
者
に
よ
り
異
な

る
こ
と
、
浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
の
性
質
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
一
番
の
問

題
点
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
研
究
者
が
浄
土
神
楽
研
究
へ
参
入
し
、

豊
か
な
議
論
が
出
来
る
よ
う
に
、
研
究
史
を
ま
と
め
て
そ
の
到
達
点
と
問
題
点
を
総
括

し
、
今
後
議
論
を
進
め
て
い
く
う
え
で
の
共
通
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
浄
土
神
楽
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
整
理
し
、
岩
田
勝
が
浄
土
神
楽
と

い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
の
も
と
で
如
何
な
る
も
の
と
し
て
創
り
あ
げ
た
の

か
、
そ
し
て
、
岩
田
以
降
の
研
究
者
に
よ
っ
て
浄
土
神
楽
論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
後
「
浄
土
神
楽
」

と
い
う
用
語
を
用
い
て
研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
注
意
す
べ
き
諸
点
を
提
起
し
た
い
。

一　

死
霊
を
め
ぐ
る
神
楽
へ
の
眼
差
し

一
―
一　

神
楽
研
究
に
お
け
る
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論

　

近
代
以
降
の
神
楽
研
究
で
は
、宮
廷
や
大
社
に
伝
承
さ
れ
た
「
宮
廷
神
楽
（
御
神
楽
）」

や
春
日
大
社
な
ど
各
地
の
神
社
で
行
わ
れ
た
「
巫
女
舞
」
が
主
た
る
対
象
と
さ
れ
、
故

実
的
な
歴
史
研
究
や
神
楽
歌
の
詞
章
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
歴

史
資
料
に
基
づ
く
文
学
的
な
研
究
で
、
現
実
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
を
実
地
に
赴
い

て
調
査
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
大
正
時
代
に
柳
田
国
男
が
民
俗
学
（
郷
土
研
究
）
を
提
唱
し
学
問

の
組
織
化
を
図
る
と
、
全
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
「
民
間
伝
承
」
に
研
究
の
目
が

向
け
ら
れ
、
田
遊
び
や
田
楽
、
盆
踊
り
な
ど
の
民
俗
芸
能（

3
（

も
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
く
。

「
浄
土
神
楽
」
論
の
再
検
討
―
研
究
史
の
整
理
を
中
心
に
―

鈴　
　

木　
　

昂　
　

太
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大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
に
は
、
柳
田
国
男
と
高
野
辰
之
が
顧
問
、
小
寺
融
吉
が
舞

台
監
督
を
務
め
て
、
民
俗
芸
能
の
舞
台
公
演
で
あ
る
「
郷
土
舞
踊
と
民
謡
の
会
」
が
東

京
の
日
本
青
年
館
で
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
は
、小
寺
融
吉
、

永
田
衡
吉
、折
口
信
夫
ら
に
よ
っ
て
、民
俗
芸
能
を
研
究
対
象
と
す
る
雑
誌
『
民
俗
芸
術
』

の
刊
行
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
民
俗
芸
能

を
め
ぐ
る
研
究
体
制
が
整
備
さ
れ
、日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
「
民
間
神
楽
（
里
神
楽
）」

の
研
究
も
始
ま
っ
て
い
く
。
初
期
の
業
績
と
し
て
早
川
孝
太
郎
の
『
花
祭
』
や
本
田
安

次
の
『
陸
前
浜
乃
法
印
神
楽
』
な
ど
が
あ
る
が
、
神
楽
研
究
の
理
論
的
枠
組
み
と
い
う

点
で
、
大
き
な
影
響
を
残
し
た
の
が
折
口
信
夫
の
仕
事
で
あ
る
。

　

折
口
信
夫
は
、「
日
本
の
神
道
に
、
最
重
大
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
咒
法
の
鎮
魂
法
が

芸
能
化
し
た
第
一
歩
が
神
楽
だ
と
思
ひ
ま
す
」〔
折
口　

一
九
六
七　

二
五
七
〕（
資
料

の
引
用
に
際
し
、
正
字
体
は
通
行
字
体
に
直
し
た
。
以
下
同
じ
。）
と
述
べ
る
よ
う
に
、

神
楽
の
源
流
は
古
代
の
「
鎮
魂
」
の
祭
儀
に
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
神
楽
を
鎮

魂
の
儀
式
と
す
る
見
解
は
、
西
角
井
正
慶（

4
（

や
本
田
安
次（

（
（

な
ど
戦
後
も
長
く
活
躍
す
る
代

表
的
な
神
楽
研
究
者
に
受
け
継
が
れ
る
と
と
も
に
、
辞
典（

（
（

や
一
般
向
け
の
入
門
書
〔
西

角
井　

一
九
七
九
〕
で
も
神
楽
の
説
明
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
、
広
く
普
及
し
て

い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
折
口
の
神
楽
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
の
鎮
魂
論
を
押
さ

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
折
口
の
鎮
魂
論
は
多
義
的
で
あ
り（

7
（

、
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ

と
は
叶
わ
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
、
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら（

8
（

、
折
口
が
「
鎮
魂
」

概
念
を
基
に
、
ど
の
よ
う
に
神
楽
を
解
釈
し
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

　

折
口
は
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
な
ど
に
お
い
て
「
鎮
魂
」

に
付
さ
れ
た
タ
マ
フ
リ
／
タ
マ
シ
ヅ
メ
と
い
う
ル
ビ
に
注
目
し
、
鎮
魂
に
は
三
つ
の
意

義
・
作
用
が
あ
る
と
指
摘
す
る
〔
折
口　

二
〇
〇
三　

一
三
八
～
一
四
三
〕。

　

タ
マ
フ
リ
と
し
て
の
鎮
魂
に
は
、
①
外
部
に
あ
る
外
来
魂
（
マ
ナ
）
を
、
身
体
に
附

著
さ
せ
入
れ
込
む
冬ふ

る
ま
つ
り祭

と
、
②
霊
魂
を
増
殖
・
分
割
（
御み

た
ま
ふ

魂
殖
ゆ
）
さ
せ
、
分
割
し
た

魂
を
人
々
の
内
身
へ
入
れ
る
冬ふ

ゆ
ま
つ
り祭

が
あ
る
と
説
く
。
太
陽
の
活
動
が
衰
え
る
霜
月
に
、

旧
年
の
衰
え
た
魂
を
、
新
た
な
魂
へ
と
切
り
替
え
る
（
タ
マ
フ
リ
を
す
る
）
儀
礼
が
冬

祭
で
あ
っ
て
、
宮
廷
の
御
神
楽
や
三
信
遠
地
域
に
伝
承
さ
れ
る
湯
立
て
を
中
心
と
し
た

花
祭
・
冬
祭
・
霜
月
祭
と
呼
ば
れ
る
「
神
楽
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
。
た
と

え
ば
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
発
表
さ
れ
た
「
山
の
霜
月
舞
」
で
は
、
天
皇
の
資

格
を
得
る
た
め
に
、「
真
床
襲
衾
」
と
呼
ば
れ
る
衾
を
被
っ
て
臥
す
こ
と
で
、
新
た
な
天

皇
霊
を
身
に
附
著
さ
せ
る
と
し
た
大
嘗
祭
の
理
解
に
基
づ
き
、
三
河
大
神
楽
を
白
山
に

籠
り
、
物
忌
み
を
し
て
「
う
ま
れ
き
よ
ま
る
」
儀
礼
で
あ
る
と
説
い
た
〔
折
口　

一
九

六
七　

三
一
五
～
三
五
八
〕。
こ
れ
は
、
タ
マ
フ
リ
と
し
て
の
鎮
魂
に
基
づ
い
た
神
楽
理

解
だ
と
言
え
る
。

　

ま
た
折
口
は
、
外
来
知
識
の
流
入
に
よ
っ
て
鎮
魂
に
も
新
た
な
意
義
が
生
ま
れ
、
③

遊
離
魂
を
身
体
の
中
府
に
鎮
め
抑
え
る
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
意
義
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と

説
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
古
代
の
遊
部
が
葬
送
儀
礼
（
殯
）
で
歌
舞
を
司
っ
て
い
た

こ
と
を
前
提
に
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

一
体
日
本
人
に
は
、
古
く
は
死
ん
で
ゐ
る
こ
と
ゝ
と
生
き
て
ゐ
る
こ
と
ゝ
の
区
別

が
判
然
し
て
な
か
つ
た
。
つ
く
べ
き
魂
が
離
れ
た
か
ら
死
の
状
態
に
あ
る
の
で
、

そ
れ
が
つ
け
ば
又
、
生
き
か
へ
る
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
、
天
照
大
神
が

岩
戸
に
か
く
れ
た
の
は
、
死
ん
だ
の
だ
と
見
て
は
誤
り
で
、
死
と
生
の
境
、
魂
を

落
し
た
、
散
し
た
状
態
な
の
で
あ
る
。
又
鈿
女
達
が
岩
戸
前
で
神
遊
を
し
て
騒
い

だ
の
を
、
学
者
は
葬
式
の
形
式
だ
と
言
う
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
、
魂
を
つ

け
よ
う
と
し
て
騒
い
だ
の
で
あ
る
〔
折
口
博
士
記
念
会
編　

一
九
五
七　

二
二
〕。

　

こ
こ
で
折
口
は
、
天
岩
戸
神
話
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
天
鈿
女
命
に
よ
る
神
遊
び
（
神
楽
）

に
対
し
、
離
れ
て
し
ま
っ
た
魂
を
も
う
一
度
付
着
さ
せ
て
生
き
返
ら
せ
る
儀
礼
だ
と
の

理
解
を
与
え
た
。
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以
上
の
よ
う
に
折
口
は　

神
楽
を
鎮
魂
の
儀
式
と
し
て
考
え
、
神
楽
を
人
が
神
の
霊

威
を
借
り
て
行
う（

（
（

「
霊
魂
の
運
動
・
生
態
一
般
」〔
津
城　

一
九
九
〇　

一
八
〕
と
し
て

捉
え
て
い
た
。
そ
の
霊
魂
の
動
き
は
、
大
別
す
る
と
タ
マ
フ
リ
と
タ
マ
シ
ズ
メ
と
い
う

二
つ
の
方
向
性
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、折
口
自
身
は
、タ
マ
シ
ヅ
メ
＝
死
霊
祭
祀
（
葬
送
）

と
は
言
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
―
二　

死
霊
祭
祀
に
関
わ
る
神
楽
と
「
タ
マ
シ
ヅ
メ
」

　

こ
う
し
た
神
楽
に
関
す
る
理
論
構
築
と
は
別
に
、
各
地
の
芸
能
（
民
俗
芸
術
・
民
俗

芸
能
）
研
究
が
本
格
化
し
た
昭
和
初
年
頃
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
楽
の
事
例
が
報
告

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
に
は
、
死
者
供
養
、
葬
祭
に
関
わ
る
神
楽
も
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
中
道
等
は
、墓
の
前
で
念
仏
歌
を
唱
え
な
が
ら
獅
子
舞
（
権
現
舞
）
を
行
う
、

青
森
県
八
戸
市
鮫
の
鮫
神
楽
が
現
在
も
伝
承
す
る
「
墓
獅
子
」
を
、「
獅
子
舞
ひ
、
神
楽

の
一
種
と
し
て
」
紹
介
し
た
〔
中
道　

一
九
二
九　

五
九
〕。

　

中
山
太
郎
は
、「
獅
子
舞
漫
考
」
の
中
で
、
雑
誌
の
前
号
に
載
っ
た
中
道
の
報
告
を
引

用
し
つ
つ
、「
私
は
、
支
那
か
ら
渡
来
し
た
獅
子
舞
の
目
的
は
（
伎
楽
と
し
て
の
目
的
は

し
ば
ら
く
別
問
題
と
し
て
）、
葬
儀
に
際
し
て
疎
び
荒
び
来
る
死
の
凶
霊
を
、
百
獣
の
王

で
あ
る
獅
子
の
威
光
に
よ
っ
て
、
払
い
除
け
る
呪
力
あ
る
も
の
と
し
て
、
用
い
た
の
に

始
ま
る
と
考
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
〔
中
山　

一
九
三
〇
〕。

　

ま
た
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
は
、
現
在
長
野
県
飯
田
市
上
村
・
南
信
濃
地
区

で
伝
承
さ
れ
て
い
る
遠
山
霜
月
祭
り
が
、
百
姓
一
揆
に
よ
り
殺
さ
れ
た
旧
領
主
遠
山
氏

の
霊
を
祀
る
神
楽
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
〔
伊
那
民
俗
研
究
会
編　

一
九
三
三　

三
〕。

　

さ
ら
に
本
田
安
次
は
、
秋
田
県
由
利
郡
・
仙
北
郡
で
行
わ
れ
て
い
た
「
御
霊
祭
」「
後

生
神
楽
」「
菩
提
神
楽
」「
霊
祭
神
楽
」
と
い
う
、
死
霊
祭
祀
の
神
楽
の
記
録
を
紹
介
し

て
い
る
〔
本
田　

一
九
五
四
〕。

　

こ
う
し
た
東
北
・
中
部
地
方
の
事
例
と
は
別
に
、
中
国
地
方
か
ら
も
死
者
供
養
、
葬

祭
に
関
わ
る
神
楽
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

牛
尾
三
千
尾
は
、昭
和
一
四（
一
九
三
九
）年
に
島
根
県
隠
岐
島
前
知
夫
村
古
海
で
行
っ

た
石
塚
勝
太
郎
翁
か
ら
の
聞
き
取
り
を
基
に
、
隠
岐
の
葬
祭
神
楽
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
報
告
し
て
い
る
。

大
体
隠
岐
島
に
は
浜
神
楽
・
雨
乞
神
楽
・
大
〆
（
大
注
連
）
神
楽
・
葬
祭
神
楽
の

四
種
類
が
あ
っ
た
。（
中
略
）
葬
祭
神
楽
は
現
今
で
は
も
う
此
の
島
で
も
行
は
な
く

な
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
日
本
の
神
楽
史
に
と
つ
て
「
神
遊
び
」
の
定
義

を
や
が
て
狭
ば
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
問
題
で
あ
つ
て
我
々
は
非
常
に
こ
の

神
楽
の
滅
び
ゆ
く
事
を
惜
し
ん
だ
の
で
あ
る〔
牛
尾　

一
九
七
七　

七
四
～
七
五
〕。

　

柳
田
国
男
と
折
口
信
夫
か
ら
直
接
指
導
を
受
け
る
と
と
も
に
、
西
角
井
正
慶
の
『
神

楽
研
究
』の
編
集
に
携
わ
る
な
ど
、当
時
の
神
楽
研
究
の
最
先
端
に
触
れ
て
い
た
牛
尾
は
、

隠
岐
の
葬
祭
神
楽
を
日
本
の
神
楽
史
に
お
い
て
も
重
要
な
事
例
だ
と
判
断
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
隠
岐
の
葬
祭
神
楽
・
霊
祭
神
楽
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
神
職
で
民
俗
学
者

で
も
あ
っ
た
松
浦
康
磨
が
、
地
元
に
残
さ
れ
た
歴
史
資
料
の
翻
刻
を
行
っ
た
〔
松
浦　

一
九
五
五
〕。
ま
た
、
國
學
院
大
學
が
行
っ
た
隠
岐
島
学
術
調
査
に
参
加
し
た
西
角
井
正

慶
と
倉
林
正
次
は
、
二
本
の
論
考
を
残
し
た
〔
西
角
井
正
慶
・
倉
林
正
次　

一
九
六
〇
〕

〔
倉
林
正
次　

一
九
六
一
〕。
こ
の
う
ち
前
者
で
は
、
葬
送
・
霊
祭
神
楽
と
し
て
、
新
潟

佐
渡
、
秋
田
仙
北
郡
、
宮
崎
諸
県
郡
、
愛
知
奥
三
河
の
事
例
と
の
比
較
が
行
わ
れ
た
後
、

以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

隠
岐
霊
祭
神
楽
の
も
つ
共
通
基
盤
は
ま
だ
ま
だ
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。
霊
祭

神
楽
と
い
う
囲
い
を
破
っ
て
四
方
に
展
開
す
る
勢
い
を
ゆ
る
め
な
い
。
神
楽
お
よ

び
そ
れ
に
つ
な
が
る
芸
能
の
本
質
に
、
深
く
く
い
い
る
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
て

く
る
。（
中
略
）
従
来
比
較
的
等
閑
視
さ
れ
た
芸
能
研
究
の
大
切
な
一
面
が
こ
こ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
〔
西
角
井
正
慶
・
倉
林
正
次　

一
九
六
〇　

一
一
〕。
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西
角
井
と
倉
林
も
、
霊
祭
神
楽
の
芸
能
研
究
に
お
け
る
重
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
た

だ
し
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
の
か
は
明
言
し
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
一
二
月
に
行
わ
れ
た
第
五
六
回
日
本
民
俗
学
会

研
究
会
で
は
、「
ニ
ソ
の
杜
」
信
仰
、
両
墓
制
の
問
題
に
言
及
す
る
中
で
、
美
作
の
荒
神

信
仰
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
。
こ
こ
で
柳
田
国
男
は
、
今
後
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
話
題
と
し
て
三
点
挙
げ
、
荒
神
祠
に
仕
切
り
が
あ
り
二
つ
の
神
が
併
祀
さ
れ

て
い
る
問
題
、
荒
神
の
名
称
の
問
題
と
並
び
、
以
下
の
よ
う
に
式
年
の
荒
神
舞
に
つ
い

て
も
指
摘
を
し
て
い
る
。

何
年
目
か
の
大
き
な
ま
つ
り
の
時
に
す
る
荒
神
舞
で
あ
る
。
ツ
ナ
ノ
マ
ヒ
と
い
つ

て
、
舞
つ
て
い
る
内
に
神
つ
き
状
態
と
な
り
託
宣
す
る
。
そ
の
舞
太
夫
に
つ
い
て
、

そ
の
人
の
丈
夫
な
間
に
是
非
記
録
を
と
つ
て
お
き
た
い
。
特
に
中
国
地
方
の
舞
太

夫
は
い
わ
ゆ
る
太
夫
神
楽
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
、
な
く
な
っ
た

人
の
追
善
供
養
の
神
楽
が
最
も
重
い
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
い
る
。
西
美
作
の
太

夫
神
楽
は
特
に
う
ぶ
な
形
を
と
ど
め
て
い
る
ら
し
い
。
こ
れ
か
ら
も
祖
霊
信
仰
の

一
面
が
わ
か
つ
て
く
る
と
お
も
う（

（（
（

。

　

柳
田
が
、
ど
の
資
料
を
基
に
し
て
追
善
供
養
の
神
楽
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
か
は
明
確
で
な
い
が
、
中
国
地
方
の
神
楽
の
「
う
ぶ
」
な
も
の
は
追
善
供
養
の
神
楽

で
あ
り
、
祖
霊
信
仰
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
全
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
民
間
神
楽
（
里
神
楽
）
の
な
か
に
、
死
霊

祭
祀
と
関
係
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
漠
然
と
本
源
的
で
重

要
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
重
要
性
を
、
折
口
の
鎮
魂
論
を
独
自
に

読
み
替
え
る
こ
と
で
言
語
化
し
た
の
が
、
五
来
重
で
あ
っ
た
。
五
来
は
、
昭
和
三
八
（
一

九
六
三
）
年
に
発
表
し
た
「
遊
部
考
」
に
お
い
て
、

神
楽
の
起
源
を
恐
怖
的
霊
魂
観
念
に
対
応
す
る
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
鎮
魂
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
原
始
社
会
で
も
っ
と
も
恐
怖
的
霊
魂
と
さ
れ
た
死
者
の
霊
魂

―
と
く
に

死
し
て
間
も
な
い
死
霊
や
自
然
死
で
な
い
不
慮
・
非
業
の
死
霊

―
に
た
い
す
る

鎮
魂
が
、
神
楽
の
も
っ
と
も
原
始
的
な
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
〔
五
来　

二
〇
〇
八　

一
四
二
〕。

と
述
べ
、
神
楽
の
起
源
を
死
者
の
霊
魂
を
鎮
魂
（
タ
マ
シ
ヅ
メ
）
す
る
神
楽
に
求
め
た
。

遊
部
が
殯
に
お
い
て
行
っ
た
鎮
魂
の
歌
舞
を
、
折
口
が
死
者
再
生
の
儀
礼
と
捉
え
た
の

に
対
し
、
五
来
は
、
祟
り
多
い
死
霊
（
悪
霊
）
を
鎮
め
抑
え
る
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
タ
マ
シ
ズ
メ
と
し
て
の
鎮
魂
の
意
義
が
拡
大
さ
れ
、
死
者
の
魂
を
鎮

め
る
と
い
っ
た
意
味
が
付
加
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
来
は
、
こ
う
し
た
悪
霊
・
死

霊
を
鎮
め
抑
え
つ
け
る
神
楽
が
根
源
的
で
あ
る
と
の
理
解
を
基
に
、

す
な
わ
ち
死
者
の
霊
魂
に
た
い
す
る
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
鎮
魂
儀
礼
が
、
宮
廷
で
は
内

侍
所
清
暑
堂
神
楽
の
よ
う
な
祖
霊
の
た
め
の
鎮
魂
神
楽
と
な
り
、
ま
た
タ
マ
フ
リ

の
鎮
魂
神
楽
と
も
な
っ
て
次
第
に
舞
楽
的
要
素
を
く
わ
え
、
典
雅
な
芸
能
と
し
て

発
展
し
た
。
ま
た
各
地
の
神
社
の
神
楽
も
特
殊
な
も
の
を
の
ぞ
い
て
は
宮
廷
神
楽

の
影
響
を
う
け
、
祭
神
の
祖
霊
的
性
格
の
昇
華
と
と
も
に
タ
マ
シ
ヅ
メ
よ
り
は
神

人
和
楽
の
芸
能
と
な
っ
て
、本
来
の
ア
ソ
ビ
の
意
義
を
う
し
な
っ
た
の
で
あ
る
〔
五

来　

二
〇
〇
八　

一
四
七
〕。

と
い
っ
た
、
独
自
な
神
楽
の
変
遷
論
も
提
出
し
て
い
る
。

　

死
霊
鎮
魂
と
い
う
新
た
な
鎮
魂
意
義
の
創
唱
は
、
坂
本
要
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
年

頃
に
生
じ
た
靖
国
神
社
信
奉
の
相
対
化
や
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
わ
れ
る
反
近

代
的
非
合
理
的
な
事
象
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
い
っ
た
、
一
般
社
会
の
変
化
と
関
連
し

て
い
る
と
い
う
〔
坂
本　

二
〇
一
一
ｂ　

四
九
〕。
こ
う
し
た
変
化
の
中
で
、
神
楽
に
付
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与
さ
れ
た
鎮
魂
と
い
う
解
釈
は
死
霊
祭
祀
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
多
く
の
人
々
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、折
口
信
夫
が
鎮
魂
の
概
念
を
基
に
独
自
な
神
楽
論
（
芸

能
史
）
を
構
築
し
た
後
、
死
霊
祭
祀
の
神
楽
の
事
例
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

し
て
、
死
霊
祭
祀
と
神
楽
の
関
係
は
、
五
来
重
に
よ
り
タ
マ
シ
ズ
メ
と
し
て
の
「
鎮
魂
」

を
受
け
継
ぐ
神
楽
と
し
て
新
た
に
理
論
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

二　

比
婆
荒
神
神
楽
と
杤
木
家
文
書

　

昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
、
牛
尾
三
千
夫
は
、
広
島
県
庄
原
市
東
城
・
西
城
町
に

伝
承
さ
れ
る
神
楽
（
現
在
は
比
婆
荒
神
神
楽
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
を
題
材
と
し
て
、「
祖

霊
加
入
の
儀
式
と
し
て
の
荒
神
神
楽
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
論
文
で
牛
尾
は
、
大お

お
か
ぐ
ら

神
楽

が
奉
納
さ
れ
る
本
山
荒
神
が
中
世
以
来
の
同
族
集
団
で
あ
る
名
の
人
々
に
と
っ
て
の
祖

霊
で
あ
り
、
式
年
の
大
神
楽
は
前
回
の
大
神
楽
以
降
に
亡
く
な
っ
た
名
の
人
々
の
魂
を
、

鎮
魂
儀
式
に
よ
り
祖
霊
へ
加
入
さ
せ
る
儀
式
だ
と
論
じ
た
〔
牛
尾　

一
九
六
七
〕。
祖
霊

信
仰
＝
死
霊
祭
祀
と
の
解
釈
が
付
与
さ
れ
た
比
婆
荒
神
神
楽
は
、
神
楽
の
本
義
で
あ
る

「
鎮
魂
」
を
受
け
継
ぐ
貴
重
な
現
行
事
例
と
し
て
、
中
国
山
地
の
た
だ
中
に
発
見
さ
れ

た
。

　

し
か
し
、
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
段
階
の
牛
尾
が
自
説
の
論
拠
と
し
て

用
い
た
の
は
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
儀
礼
の
形
態
や
古
老
か
ら
の
聞
き
取
り
な
ど
、
そ

の
当
時
に
見
聞
で
き
る
民
俗
資
料
だ
け
で
あ
り
、
歴
史
資
料
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
神
楽
を
伝
承
す
る
社
家
の
東
城
町
戸
宇
神
社
杤と

ち
ぎ木

家
文
書

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
祖
霊
信
仰
の
神
楽
と
す
る
見
解
は
、

歴
史
資
料
の
裏
付
け
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
に
出
さ
れ
た
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　

第
一
巻　

神
楽
・
舞
楽
』
で
は
、
山
路
興
造
に
よ
り
「
備
後
東
城
荒
神
神
楽
能
本
集
」
と
し
て
、

杤
木
家
蔵
の
「
寛
文
四
年
能
本
」「
延
宝
八
年
能
本
」
が
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
「
寛

文
四
年
能
本
」
に
は
、
目
連
の
能
・
松
の
能
・
文
殊
菩
薩
能
・
身
ウ
リ
能
と
い
う
死
霊

祭
祀
を
主
題
と
す
る
能
が
収
録
さ
れ
て
い
る
〔
藝
能
史
研
究
會
編　

一
九
七
四
〕。
近
世

以
来
神
楽
を
伝
承
し
て
き
た
社
家
に
、
神
楽
の
中
で
死
霊
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
証
明
す
る
台
本
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　

続
い
て
、昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
に
は
、西
田
啓
一
の
「
備
後
神
楽
の
亡
霊
供
養
」

が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
を
民
俗
学
の
神
楽
研
究
史
の
中
に
位

置
づ
け
た
点
、
歴
史
資
料
の
分
析
に
よ
り
神
楽
の
歴
史
や
宗
教
的
意
味
を
考
察
す
る
点
、

以
上
の
二
点
で
後
世
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

　

論
文
の
冒
頭
で
西
田
は
、「
神
楽
に
よ
っ
て
死
者
供
養
」
す
る
事
例
と
し
て
隠
岐
神
楽

や
高
千
穂
神
楽
な
ど
の
事
例
を
挙
げ
た
上
で
、
五
来
重
の
タ
マ
シ
ズ
メ
と
し
て
の
鎮
魂

神
楽
論
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
本
文
で
は
、「
か
つ
て
の
備
後
神
殿
神
楽
に
於
い
て
も
鎮

魂
神
楽
の
伝
統
を
引
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
、
祭
文
、
能
を
手
が
か
り
に
復
元

を
試
み
」〔
西
田　

一
九
七
八　

五
七
〕
た
。
五
来
重
の
弟
子
で
あ
る
西
田
啓
一
は
、
師

の
説
を
踏
ま
え
て
比
婆
荒
神
神
楽
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
西
田
は
、
杤
木
家
文
書
「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
を
初
め
て
紹
介
し
、
こ

の
資
料
を
現
在
行
わ
れ
て
い
る
大
神
楽
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
た
。

古
く
こ
の
神
楽
に
は
、
荒
神
神
楽
で
あ
る
と
同
時
に
、
荒
神
を
御
霊
怨
霊
と
し
て

扱
い
、
そ
れ
に
伴
っ
て
荒
神
祭
の
時
に
は
亡
霊
が
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て
同
じ

様
に
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
亡
霊
供
養
の
主
旨
を
祭
文
に
し
た
「
六
道
十
三
仏
の
勧

文
」（
貞
享
五
年
書
写
）
が
、
巫
女
と
法
者
（
山
伏
）
に
よ
る
弓
託
宣
と
し
て
神
楽

の
最
初
に
語
ら
れ
て
い
た
。（
中
略
）
備
後
神
殿
神
楽
の
弓
の
聴
聞
は
、
宗
教
的
作

善
の
神
楽
に
参
加
さ
せ
る
為
に
、
地
獄
の
有
様
を
託
宣
の
形
で
聴
衆
に
語
り
聞
か

せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
〔
西
田　

一
九
七
八　

五
七
、
六
三
〕。
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西
田
は
、
神
楽
を
執
行
す
る
「
巫
女
法
者
」
が
、
荒
神
神
楽
（
大
神
楽
）
の
冒
頭
で
、

亡
魂
供
養
の
祭
文
で
あ
る
「
六
道
十
三
仏
之
カ
ン
文
」
を
、
聴
衆
に
寄
付
を
募
る
勧
進

と
し
て
語
っ
た
と
論
じ
た
。
つ
ま
り
、
現
在
の
大
神
楽
に
お
け
る
前
神
楽
の
中
で
こ
の

祭
文
が
誦
ま
れ
た
の
だ
と
理
解
し
た
。
こ
の
理
解
は
間
違
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
が
〔
鈴
木
昂　

二
〇
一
六
〕、
当
地
域
に
伝
わ
っ
た
神
楽
に
関
す
る
歴
史
資
料
を
、

現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
荒
神
神
楽
の
分
析
に
利
用
し
た
の
は
、
西
田
啓
一
が
初
め
て
で

あ
っ
た
。こ
う
し
た
新
た
な
試
み
を
行
っ
た
西
田
は
、祖
霊
の
用
語
を
用
い
な
か
っ
た
が
、

亡
霊
や
御
霊
怨
霊
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
荒
神
神
楽
を
死
霊
祭
祀
と
し
て
論
述
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
神
楽
の
中
で
祖
霊
祭
祀
・
死
霊
祭
祀
が
行
わ
れ
る
現
行
事
例
と
し

て
、
東
城
・
西
城
町
の
荒
神
神
楽
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
と
考
え
ら
れ
た
歴

史
資
料
も
当
地
域
で
発
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
中
国
地
方
の
神
楽
研
究
を

始
め
た
岩
田
勝
は
、神
楽
の
中
で
死
霊
祭
祀
が
行
わ
れ
る
事
例
を
「
浄
土
神
楽
」
と
呼
び
、

そ
の
実
態
を
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
次
節
で
は
、
岩
田
勝
が
構
築
し

た
浄
土
神
楽
論
の
内
実
を
、
彼
の
著
述
内
容
を
整
理
す
る
こ
と
で
確
認
し
て
い
き
た
い
。

三　

岩
田
勝
に
よ
る
「
浄
土
神
楽
」
の
発
見
と
概
念
化

　

岩
田
勝
は
、
郵
政
事
業
の
監
察
を
行
う
郵
政
省
の
郵
政
監
察
官
と
し
て
、
中
国
地
方

各
地
の
都
市
に
赴
任
す
る
多
忙
な
生
活
を
行
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、
広
島
に
在
住

し
て
い
た
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
、
中
国
地
方
の
神
楽
を
研
究
し
て
い
た
渡
辺
友

千
代
氏
か
ら
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
神
楽
の
研
究
を
始
め
る
。
そ
の
後
岩

田
は
、
牛
尾
三
千
夫
・
石
塚
尊
俊
・
山
路
興
造
な
ど
に
教
え
を
受
け
な
が
ら
、
中
国
地

方
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
神
楽
に
関
す
る
歴
史
資
料
の
調
査
を
重
ね
、
市
井
の
研
究
者

と
し
て
短
期
間
の
う
ち
に
重
要
な
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
っ
た
〔
岩
田　

一
九
八
三

ａ　

五
四
七
～
五
四
九
〕。

　

岩
田
勝
が
浄
土
神
楽
に
関
す
る
研
究
を
始
め
た
の
は
、
昭
和
五
四
（
一
九
七
九
）
年

に
岡
山
へ
赴
任
し
、
東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家
文
書
の
調
査
を
開
始
し
て
か
ら
で
あ
る

〔
岩
田　

一
九
八
三
ａ　

五
五
一
〕。
翌
年
岩
田
は
、
杤
木
家
文
書
の
調
査
成
果
と
島
根

県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町
焼
火
神
社
松
浦
康
磨
氏
が
収
集
し
た
歴
史
資
料
に
基
づ
き
、
浄
土

神
楽
に
関
す
る
三
本
の
論
文
を
発
表
し
た
〔
岩
田　

一
九
八
〇
ａ
、
ｂ
、
ｃ
〕。
こ
れ
ら

の
論
文
は
、
昭
和
五
八
（
一
九
八
三
）
年
に
出
版
さ
れ
た
『
神
楽
源
流
考
』「
第
三
部　

神
子
と
法
者　

死
霊
の
鎮
め
」
に
収
録
さ
れ
、
浄
土
神
楽
の
存
在
が
研
究
者
の
間
で
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
で
利
用
さ
れ
た
東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家

蔵
「
寛
文
四
年
能
本
」「
う
た
（
神
楽
歌
本
）」「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
は
、
岩
田
に

よ
り
『
比
婆
荒
神
神
楽
：
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
』
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
〔
東
城
町
教

育
委
員
会
編　

一
九
八
二
〕。
ま
た
、
岩
田
勝
が
編
著
を
務
め
た
『
中
国
地
方
神
楽
祭
文

集
』
の
「
第
四
部　

死
霊
の
し
ず
め
の
祭
文
と
再
生
の
祭
文
」
に
は
、
浄
土
神
楽
に
関

す
る
歴
史
資
料
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
〔
岩
田
編
著　

一
九
九
〇
〕。
ほ
か
に
岩
田
は
、
杤

木
家
文
書
「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
に
出
て
く
る
「
ト
リ
ジ
ン
ハ
ナ
シ
」
に
つ
い
て
、

中
国
地
方
や
南
西
諸
島
な
ど
の
葬
送
儀
礼
や
古
代
の
文
献
に
見
ら
れ
る
殯
の
儀
礼
と
比

較
し
な
が
ら
、
そ
の
性
格
を
考
究
し
た
論
考
〔
岩
田　

一
九
八
三
ｂ
〕、
長
崎
県
対
馬
で

近
世
に
行
わ
れ
て
い
た
新
神
供
養
に
関
す
る
歴
史
資
料
「
迎
六
道
」「
送
六
道
」
を
検
討

し
た
論
考
〔
岩
田　

一
九
八
六
〕
も
残
し
て
い
る
。

　

以
上
の
著
作
が
、
岩
田
勝
が
浄
土
神
楽
に
つ
い
て
論
じ
た
主
要
な
論
考
で
あ
る
。
こ

れ
ら
浄
土
神
楽
論
の
前
提
に
あ
っ
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
死
霊
祭
祀
に
関

わ
る
（
タ
マ
シ
ヅ
メ
の
）
神
楽
に
関
す
る
研
究
で
あ
っ
た
。
岩
田
は
、「
死
霊
に
取
り

付
く
凶
癘
魂
を
鎮
め
、
死
霊
を
鎮
め
る
祭
儀
を
保
持
し
て
き
た
遊
部
に
よ
る
タ
マ
シ
ヅ

メ
の
歌
舞
に
、
カ
ミ
ア
ソ
ビ
と
し
て
の
神
楽
の
基
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」〔
岩
田　

一
九
八
三
ａ　

三
一
四
〕
と
述
べ
る
よ
う
に
、
五
来
重
の
鎮
魂
（
タ
マ
シ
ヅ
メ
）
論
を

批
判
的
に
受
け
継
い
で
い
た
〔
岩
田　

一
九
九
二　

一
一
五
〕。
そ
し
て
、
日
本
各
地
に

伝
承
さ
れ
る
「
死
霊
鎮
魂
」
の
神
楽
と
し
て
、
東
北
、
四
国
・
九
州
、
隠
岐
・
出
雲
の

事
例
を
挙
げ
た
上
で
、
備
後
の
浄
土
神
楽
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
〔
岩
田　

一
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九
八
三
ａ　

三
二
一
〕。
岩
田
も
、
前
節
で
確
認
し
た
西
田
啓
一
と
同
様
に
、
死
霊
祭
祀

と
神
楽
に
関
す
る
研
究
を
踏
ま
え
て
備
後
の
神
楽
を
研
究
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
岩
田
勝
の
研
究
が
、
そ
れ
ま
で
の
論
者
と
異
な
っ
た
点
は
、
神
楽
の
中
で

死
霊
祭
祀
が
行
わ
れ
る
事
例
を
「
浄
土
神
楽
」
と
い
う
用
語
で
表
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
、
備
後
国
恵え

そ蘇
郡
の
歴
史
資
料
に
「
浄
土
神
楽
」
の
文
字
を
見
つ
け
、
そ
の
内
実

を
中
国
地
方
の
事
例
と
杤
木
家
文
書
を
駆
使
し
て
考
察
し
、
浄
土
神
楽
と
い
う
概
念
を

作
り
上
げ
て
い
っ
た
。

　

言
葉
と
し
て
の
浄
土
神
楽
は
、
近
世
初
期
の
文
書
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
、
庄
原
市
本
郷
町
艮

う
し
と
ら

神
社
社
家
児
玉
家
文
書
の
一
つ
で
あ
る
、
慶
長
一
七
（
一

六
一
二
）
年
四
月
二
六
日
付
け
で
恵
蘇
郡
伊
与
村
の
神
祇
大
夫
か
ら
艮
の
火
矢
廻
千
日

大
夫
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
「
伊
與
村
神
祇
太
夫
詫
状
寫
」
に
は
、

　

一
御
神
前
御
湯
立
□
時
者
、
の
つ
と
銭
、
□
け
之
う
お
鳥
、
調
可
申
候
、

一
浄
土
か
ぐ
ら
之
時
、
こ
う
布
之
事
、
千
日
様
へ
無
相
違
あ
げ
可
申
候
、

　
　

一
こ
う
神
ま
い
之
時
者
、本
旦
之
こ
う
布
、と
う
か
ふ
と
、大
□
刀
手
御
座
候
ハ
ヽ
、

上
可
申
事
、〔
広
島
県
編　

一
九
八
七　

九
八
六
〕

と
あ
り
、
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
一
〇
月
二
六
日
付
け
の
恵
蘇
郡
社
家
衆
連
署
の
掟

請
文
に
は
、

　　
　

一
村
々
ニ
て
浄
土
神
□
、
荒
神
舞
、
其
外
大
神
御
□
者
、
早
々
御
案
内
申
上
候
、

〔
岩
田　

一
九
八
三
ａ　

三
二
二
〕

と
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
世
初
期
の
資
料
に
浄
土
神
楽
の
名
称
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
て
も
、
備

後
国
恵
蘇
郡
に
は
、
浄
土
神
楽
の
な
か
で
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
、
何
を
行
っ
た
の
か
を

明
ら
か
に
で
き
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
岩
田
は
、
中
国
地
方
の
各

地
に
残
さ
れ
た
歴
史
資
料
や
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
の
分
析
を
通
し
て
、
浄
土
神

楽
の
内
実
を
推
測
し
た
。

　

以
下
そ
の
全
容
を
確
認
し
て
い
く
が
、
資
料
か
ら
読
み
と
れ
る
儀
礼
の
内
容
、
文
脈

に
注
意
し
て
い
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
岩
田
勝
が
創
り
出
し
た
浄
土
神
楽
は
、
死
者

の
魂
を
鎮
め
る
と
い
う
目
的
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
儀
礼
の
内
容
、
文
脈
の
違
い
か
ら
、

Ａ
．
梓
弓
に
よ
る
死
霊
鎮
め
の
行
法
／
Ｂ
．
鎮
魂
の
神
楽
能
／
Ｃ
．
松
神
楽
・
柱
松
の

三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

Ａ
．
梓
弓
に
よ
る
死
霊
鎮
め
の
行
法

　

岩
田
勝
は
、
杤
木
家
文
書
「
六
道
十
三
仏
之
カ
ン
文
」
に
注
目
し
、
浄
土
神
楽
の
具

体
的
な
様
相
を
、
法ホ

ウ
シ
ャ者

と
神
子
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
死
霊
を
鎮
め
る
祭
儀
で
あ
る
と
論

じ
た
。
そ
れ
は
、
法
者
が
梓
の
弓
を
叩
き
祭
文
を
誦
ん
で
冥
途
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
死

霊
を
こ
の
世
に
呼
び
戻
し
、神
子
に
そ
の
死
霊
を
の
り
移
ら
せ
る
こ
と
で「
冥
途
の
物
語
」

（
あ
ら
口
・
口
寄
せ
）
を
さ
せ
て
、そ
の
縁
者
と
「
涙
ノ
見
参
」
を
行
わ
せ
る
儀
礼
で
あ
る
。

ま
た
、
本
資
料
の
末
尾
に
「
能
ク（

口
伝
（

テ
ン
ア
ル
ベ
シ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
冥
土
の
物
語
」

に
続
い
て
鎮
魂
の
神
楽
の
能
が
舞
わ
れ
、
死
霊
を
浄
化
し
て
舞
い
浮
か
べ
た
の
だ
と
考

え
た
。
こ
の
際
に
舞
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
た
の
が
、杤
木
家
蔵
・
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）

の
能
本
に
収
録
さ
れ
た「
文
殊
菩
薩
能
」「
目
連
ノ
能
」「
身
ウ
リ
能
」「
松
ノ
能
」で
あ
る
。

彼
は
、
こ
う
し
た
死
霊
を
鎮
め
る
祭
儀
を
浄
土
神
楽
と
呼
び
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
前

期
の
備
後
で
は
、法
者
と
神
子
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
執
り
行
っ
て
い
た
と
推
測
し
た
〔
岩

田　

一
九
八
〇
ａ
〕。

　

ま
た
岩
田
は
、
中
国
地
方
一
帯
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
「
取ト

リ
ジ
ン
バ
ナ
シ

神
離
し
」
と
い
う
、
着
せ

替
え
や
剣
刀
の
行
儀
な
ど
に
よ
り
取
神
（
死
体
に
取
り
憑
き
、
死
霊
を
悪
霊
と
化
そ
う

と
す
る
邪
霊
）
を
離
す
儀
礼
で
も
、「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
が
用
い
ら
れ
た
と
す
る

見
解
も
出
し
て
い
る
〔
岩
田
一
九
八
三
ｂ
〕。
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Ｂ
．
鎮
魂
の
神
楽
能

　

広
島
県
庄
原
市
東
城
町
杤
木
家
の
寛
文
四
年
の
能
本
に
所
収
さ
れ
る
「
文
殊
菩
薩
能
」

「
目
連
ノ
能
」「
身
ウ
リ
能
」「
松
ノ
能
」、
島
根
県
松
江
市
忌
部
神
社
和
田
家
に
所
蔵
さ

れ
る
天
保
期
の
神
楽
能
本
の
「
八
沢
」、
島
根
県
隠
岐
郡
西
ノ
島
町
赤
之
江
の
社
家
秋
月

家
に
伝
わ
る
「
喪
祭
身
売
次
第
」「
八
重
垣
之
能
次
第
」
な
ど
、
中
国
地
方
各
地
に
残
さ

れ
た
歴
史
資
料
に
基
づ
き
、
死
霊
祭
祀
を
題
材
と
す
る
〝
神
楽
能
〟
を
分
析
し
た
。
岩

田
は
、
神
楽
の
な
か
で
、
法
者
が
囃
し
神
子
を
舞
わ
せ
る
こ
と
で
、
神
子
に
寄
り
つ
い

た
死
霊
を
鎮
め
、
浄
化
し
て
舞
い
浮
か
べ
た
と
指
摘
し
た
〔
岩
田　

一
九
八
〇
ｂ
〕。

Ｃ
．
松
神
楽
・
柱
松

　

墓
所
に
立
て
ら
れ
た
青
竹
（
柱
松
）
に
結
わ
え
ら
れ
た
木
綿
を
強
く
引
い
て
行
わ
れ

た
儀
礼
が
行
わ
れ
る
隠
岐
の
「
葬
祭
神
楽
」・「
八
重
注
連
神
楽
」
や
、
現
在
も
行
わ
れ

て
い
る
山
口
県
岩
国
市
行ゆ

か
ば波

の
神
舞
「
八
関
」
な
ど
、
神
殿
の
脇
に
柱
松
を
立
て
て
行

う
神
楽
を
、
死
霊
を
柱
松
に
迎
え
入
れ
て
そ
の
供
養
を
行
う
儀
礼
だ
と
解
読
し
た
〔
岩

田　

一
九
八
〇
ｃ
〕。

　

こ
の
論
は
、
東
城
町
杤
木
家
蔵
の
寛
文
四
年
の
能
本
「
松
の
能
」
な
ど
か
ら
読
み
取

れ
る
、
火
を
燈
し
た
柱
松
の
下
で
死
霊
の
滅
罪
生
善
の
祈
禱
を
行
う
儀
礼
の
姿
や
、
神

職
が
引
退
し
隠
居
す
る
際
に
、
生
き
な
が
ら
若
宮
と
な
る
た
め
、
立
願
者
が
柱
松
を
登
っ

て
下
り
る
こ
と
で
死
し
て
幽
界
に
入
る
こ
と
を
演
じ
た
松
神
楽
（
若
宮
祭
祀
）
の
記
録

に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
た（

（（
（

。

　

こ
う
し
た
〝
松
神
楽
・
柱
松
〟
の
な
か
で
行
わ
れ
る
儀
礼
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の

が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
―
①
．
橋
経
（
追
善
）

　

島
根
県
隠
岐
郡
海
士
町
秋
月
家
蔵
の
「
波
志
教
次
第　

下
」
を
読
み
解
き
、
奥
三
河

の
白
山
行
事
や
立
山
の
布
橋
大
灌
頂
と
対
比
し
な
が
ら
、
六
俵
の
俵
で
陰
陽
川
（
三
途

の
川
）
に
橋
を
架
け
、
そ
の
橋
の
上
に
白
布
を
水
引
橋
布
と
し
て
敷
い
た
拵
を
作
り
、

こ
の
白
布
の
橋
を
越
え
て
い
く
こ
と
で
新
霊
が
鎮
め
ら
れ
る
こ
と
を
演
じ
た
儀
礼
が
行

わ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
〔
岩
田　

一
九
八
〇
ｃ
〕。

Ｃ
―
②
．
六
道
開
き
（
逆
修
）

　

広
島
県
山
県
郡
千
代
田
町
壬
生
井
上
家
蔵
「
六
道
開
ノ
本
」
や
広
島
県
庄
原
市
西
城

町
大
佐
御み

さ
き崎

家
蔵
「
六
道
ノ
有
様
」
か
ら
読
み
取
れ
る
〝
六
道
開
き
〟
の
儀
礼
を
、
立

願
者
が
司
霊
者
に
導
か
れ
、
神
殿
の
脇
に
間
隔
を
置
い
て
立
て
ら
れ
た
六
本
の
柱
松
を

一
本
ず
つ
巡
る
こ
と
で
、
六
道
に
設
け
ら
れ
た
門
（
関
）
を
越
え
て
浄
土
へ
到
達
し

た
後
に
、
現
世
へ
生
ま
れ
清
ま
る
こ
と
を
演
じ
る
擬
死
再
生
儀
礼
と
解
読
し
た
〔
岩
田　

一
九
九
〇
〕。

　

以
上
見
て
き
た
岩
田
勝
の
「
浄
土
神
楽
」
論
を
、
依
拠
し
た
資
料
の
所
在
地
と
儀
礼

の
文
脈
に
注
意
し
て
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

Ａ
．
梓
弓
に
よ
る
死
霊
鎮
め
の
行
法
【
備
後
奴
可
郡
】

　
　
　

Ｂ
．
鎮
魂
の
神
楽
能
【
取
神
離
し
（
備
後
奴
可
郡
）・
霊
祭
（
備
後
奴
可
郡
・
隠

岐
・
出
雲
意
宇
郡
）】

　
　
　

Ｃ
．
松
神
楽
・
柱
松
【
葬
祭
神
楽
（
隠
岐
）・
若
宮
祭
祀
（
中
国
地
方
）・
神
職

の
引
退
式
（
備
後
甲
奴
郡
）】

　
　
　
　

Ｃ
―
①
．
橋
経
（
追
善
）【
死
後
七
日
目
の
葬
祭
（
隠
岐
）】

　
　
　
　

Ｃ
―
②
．
六
道
開
き
（
逆
修
）【
松
供
養
・
松
神
楽
（
備
後
奴
可
郡
・
安
芸
国

山
県
郡
）】

　

こ
う
し
た
整
理
よ
り
わ
か
る
の
は
、
浄
土
神
楽
が
、
備
後
国
恵
蘇
郡
と
い
う
一
定
地

域
の
記
録
に
残
っ
た
言
葉
を
基
に
し
て
、
死
霊
や
浄
土
に
関
わ
る
祭
祀
と
い
う
共
通
性

の
上
に
、
地
域
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
儀
礼
が
行
わ
れ
る
文
脈
（
追
善
・
逆
修
・
神
職

の
引
退
式
）、
儀
礼
が
行
わ
れ
る
祭
場
の
設
備
（
弓
・
神
殿
・
白
布
で
作
ら
れ
た
橋
・
柱
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松
）、
儀
礼
で
行
わ
れ
る
内
容
（
死
霊
を
呼
び
寄
せ
て
口
寄
せ
・
能
舞
・
柱
松
を
登
る
・

柱
松
を
巡
る
・
白
布
を
渡
る
）
と
い
っ
た
様
々
な
点
で
異
な
る
事
例
を
駆
使
し
て
岩
田

勝
が
創
り
上
げ
た
、
研
究
上
の
分
析
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
中
国
地
方
で
は
、
浄
土
神
楽
と
い

う
名
称
の
祭
儀
が
実
修
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
証
明
す
る
歴
史
資
料
が
残
さ
れ
て
い
た
。

浄
土
神
楽
は
、
歴
史
上
存
在
し
た
実
体
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

岩
田
勝
は
、「
浄
土
神
楽
」
を
概
念
と
実
体
と
い
う
相
反
し
た
性
質
を
持
つ
用
語
と
し

て
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
ま
と
め
あ
げ
て
理
論
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

四　
「
浄
土
神
楽
」
論
の
展
開

四
―
一　

一
九
八
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で

　

浄
土
神
楽
論
は
、
歴
史
資
料
に
基
づ
い
て
実
証
的
に
論
じ
ら
れ
た
点
が
評
価
さ
れ
、

多
く
の
研
究
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
さ
ま
ざ
ま

な
論
者
が
浄
土
神
楽
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、
神
楽
と
死
霊
祭
祀
に
関
す
る
研
究
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
浄
土
神
楽
に
関
す
る
研
究
の
展
開
を
年
代
順
に
確
認

し
て
い
く
が
、
①
中
国
地
方
に
お
け
る
浄
土
神
楽
研
究
と
、
②
他
地
域
の
事
例
と
の
比

較
研
究
の
二
つ
に
分
け
て
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

①
「
浄
土
神
楽
」
と
い
う
歴
史
的
実
体
を
地
域
主
義
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
歴
史
・
民

俗
学
的
研
究

　

ま
ず
浄
土
神
楽
論
は
、
同
時
代
に
岩
田
と
交
流
を
持
ち
な
が
ら
中
国
地
方
の
神
楽
を

研
究
す
る
者
た
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

　

牛
尾
三
千
夫
は
、
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
に
発
表
し
た
「
若
宮
遊
び
と
松
神
楽
」

と
、昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
の
「
備
後
の
荒
神
神
楽
に
つ
い
て
」〔
牛
尾　

一
九
八
〇
、

一
九
八
一
〕
で
、
浄
土
神
楽
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
内
容
や
資
料
は
、

岩
田
の
議
論
を
踏
襲
し
た
も
の
で
新
た
な
展
開
は
少
な
く
、
浄
土
神
楽
は
、
比
婆
荒
神

神
楽
と
行
波
の
神
舞
が
、
祖
霊
加
入
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
自
説
を
証
明
す
る

た
め
の
証
拠
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　

鈴
木
正
崇
も
、
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
の
「
荒
神
神
楽
に
お
け
る
現
世
と
他
界
」

と
昭
和
六
三（
一
九
八
八
）年
に
発
表
し
た「
神
楽
と
鎮
魂
―
荒
神
祭
祀
に
み
る
神
と
人
」

に
お
い
て
、
浄
土
神
楽
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
神
楽
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
の
事
例
を
紹

介
し
た
〔
鈴
木　

一
九
八
七
、
一
九
八
八
〕。
二
つ
の
論
考
は
、
神
楽
を
多
義
的
な
神
霊

や
霊
魂
の
運
動（
鎮
魂
）と
し
て
捉
え
る
な
ど
荒
神
神
楽
論
と
し
て
は
新
奇
性
が
あ
る
が
、

浄
土
神
楽
論
と
し
て
は
岩
田
の
議
論
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
用
い
ら
れ
て
い
る
資

料
に
も
新
し
い
も
の
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
両
者
は
、
か
つ
て
の
中
国
地
方
に
お
い
て
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
儀

と
し
て
浄
土
神
楽
を
捉
え
て
お
り
、
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
と
歴
史
的
に
つ
な
が

り
を
持
つ
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
ら
は
、
岩
田
の
浄
土
神
楽
論
に
刺
激
を
受
け
、

中
国
地
方
の
神
楽
に
関
す
る
自
説
に
取
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
理
論
構
築
と
は
別
に
、
浄
土
神
楽
の
実
修
を
証
明
す
る
歴
史
資
料
が
新
た

に
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
志
津
見
ダ
ム
建
設
に
伴
う
民
俗
調
査
の
報
告
書
で
あ
る
『
志
津
見
の
民
俗
：

志
津
見
ダ
ム
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書　

資
料
編
』
に
は
、
浄
土
神
楽
の
執
行
記
録
と

し
て
、
島
根
県
飯
石
郡
飯
南
町
志
津
見
明
剣
神
社
に
残
さ
れ
た
享
保
四
（
一
七
一
九
）

年
の
棟
札
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
〔
建
設
省
中
国
地
方
建
設
局
、
島
根
県
教
育
委
員
会
編　

一
九
九
〇
〕。

　

日
高
伊
三
は
、
島
根
県
邑
知
郡
邑
南
町
阿
須
那
の
賀
茂
神
社
に
残
さ
れ
て
い
る
元
亀

四
（
一
五
七
三
）
年
の
置
札
に
注
目
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
柱
松
を
立
て
て
行
わ
れ
た

大
神
楽
の
記
録
を
、
祟
り
を
な
し
た
旧
領
主
高
橋
氏
の
死
霊
を
鎮
め
る
た
め
の
大
神
楽

だ
と
論
じ
た
〔
日
高　

一
九
九
七
〕。

　

藤
原
宏
夫
は
、島
根
県
雲
南
市
木
次
町
温
泉
神
社
蔵『
神
能
記
』（
享
和
元（
一
八
〇
一
）
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年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
八
澤
」
を
翻
刻
し
た
〔
藤
原　

二
〇
〇
八
〕。
ま
た
、
島
根

県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
東
郷
の
社
家
村
上
家
が
蔵
し
て
い
た
「
清
地
祭
問
答
」（
年
号
不

詳
）
も
翻
刻
し
て
い
る
〔
藤
原　

二
〇
一
八
〕。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け

る
神
楽
の
中
で
演
じ
ら
れ
た
神
楽
能
の
台
本
で
、
死
者
の
魂
を
成
仏
さ
せ
る
こ
と
を
主

題
と
す
る
演
目
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
新
出
の
執
行
記
録
や
台
本
は
、
二
〇
一
〇
年
に
島
根
県
古
代
出
雲
歴
史
博
物

館
で
開
催
さ
れ
た
企
画
展
「
島
根
の
神
楽
―
芸
能
と
祭
儀
」
に
出
展
さ
れ
、
図
録
に
は

資
料
の
図
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る〔
島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
編　

二
〇
一
〇
〕。

　

こ
の
よ
う
な
浄
土
神
楽
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
た
歴
史
資
料
の
発
掘
が
な
さ
れ
る

に
つ
れ
て
、
新
出
資
料
に
基
づ
い
て
分
析
を
行
う
者
や
、
従
来
と
は
違
う
視
点
で
研
究

す
る
者
も
現
れ
た
。

　

吉
田
均
は
、
島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
都
万
伊
藤
家
、
島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島

町
東
郷
村
上
家
蔵
の
新
出
資
料
に
基
づ
き
、
隠
岐
島
後
に
お
け
る
八
重
注
連
神
楽
・
霊

祭
神
楽
・
葬
祭
神
楽
の
実
態
を
解
明
し
た
。
吉
田
の
議
論
の
特
徴
は
、
神
楽
の
配
役
、

金
銭
の
出
納
簿
、
食
事
の
献
立
な
ど
、
神
楽
の
現
実
的
な
側
面
に
注
目
し
た
こ
と
で
あ

る
〔
吉
田　

二
〇
〇
九
〕。

　

藤
原
宏
夫
は
、
近
世
中
後
期
の
歴
史
資
料
に
基
づ
き
、
祭
場
に
柱
松
を
立
て
そ
の
周

辺
で
舞
を
舞
う
「
八
注
連
」
と
呼
ば
れ
る
神
事
芸
能
が
、
五
穀
豊
穣
や
国
家
安
穏
の
祈

禱
と
し
て
、
石
見
地
方
の
神
職
に
よ
り
一
世
に
一
度
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
こ
の
神
事
は
、
広
島
県
山
県
郡
で
は
国
恩
祭
と
い
う
か
た
ち
で
現
在
ま
で
伝
承

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
こ
れ
ら
の
八
注
連
の
源
流
と
し
て
、
死
霊
鎮
魂
の
神
楽
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
〔
藤
原　

二
〇
〇
九
〕。

　

広
島
県
下
の
神
楽
を
悉
皆
的
に
調
査
し
た
三
村
泰
臣
は
、
広
島
県
に
残
る
神
楽
の
原

像
を
「
生
と
死
の
思
想
を
秘
め
た
神
楽
」
と
規
定
し
、
県
下
の
神
楽
の
中
に
浄
土
神
楽

の
要
素
を
見
出
そ
う
と
し
た
〔
三
村　

二
〇
一
〇
〕。

　

そ
の
一
方
、
鈴
木
正
崇
は
、
比
婆
荒
神
神
楽
の
研
究
史
を
追
う
中
で
、「
浄
土
神
楽
」

と
い
う
言
葉
が
一
人
歩
き
し
始
め
、
神
楽
の
源
流
を
死
霊
祭
祀
に
収
斂
さ
せ
て
原
型
を

求
め
る
論
考
が
見
ら
れ
る
現
状
を
指
摘
し
、そ
の
傾
向
の
危
険
性
を
提
起
し
て
い
る
〔
鈴

木
正　

二
〇
一
四　

一
〇
〕。

　

ま
た
、
筆
者
も
、
浄
土
神
楽
と
比
婆
荒
神
神
楽
と
の
間
に
連
続
性
を
見
出
す
見
解
へ

再
考
を
促
す
た
め
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き
た
「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」

を
原
文
に
忠
実
に
翻
刻
を
行
い
、
資
料
の
写
真
と
あ
わ
せ
て
紹
介
し
た
〔
鈴
木
昂　

二

〇
一
四
、
二
〇
一
七
〕。

　

以
上
の
よ
う
に
、か
つ
て
浄
土
神
楽
が
実
修
さ
れ
て
い
た
中
国
地
方
を
主
た
る
フ
ィ
ー

ル
ド
と
す
る
研
究
者
は
、
地
域
に
残
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
、
中
国
地
方
に
お
け
る
浄

土
神
楽
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
か
っ
た
。

②
「
浄
土
神
楽
」
と
い
う
理
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
比
較
す
る
宗
教
思
想
史
（
文
化
論
）

的
研
究

　

浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
は
、
中
国
地
方
の
神
楽
以
外
を
研
究
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

山
本
ひ
ろ
子
は
、
広
島
県
庄
原
市
東
城
町
戸
宇
神
社
杤
木
家
蔵
の
「
六
道
十
三
佛
之

カ
ン
文
」
を
分
析
し
、
備
後
に
お
け
る
浄
土
神
楽
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

奥
三
河
大
神
楽
の
浄
土
入
り
儀
礼
や
鹿
児
島
藺
牟
田
神
舞
の
六
道
舞
を
浄
土
神
楽
と
捉

え
、
備
後
の
事
例
と
の
間
で
比
較
を
行
っ
た
〔
山
本　

一
九
九
四
〕。
ま
た
、
奥
三
河
の

花
祭
り
を
浄
土
神
楽
と
し
て
捉
え
る
視
座
か
ら
祭
り
の
中
で
読
誦
さ
れ
る
祭
文
を
読
解

し
、
先
行
す
る
祭
礼
で
あ
る
大
神
楽
か
ら
花
祭
り
が
創
出
さ
れ
た
過
程
を
明
ら
か
に
し

た
〔
山
本　

一
九
九
七
ａ
、
ｂ
〕。

　

斎
藤
英
喜
は
、
浄
土
神
楽
を
「
浄
土
信
仰
」
と
神
事
芸
能
と
さ
れ
る
「
神
楽
」
と
が

化
合
し
て
で
き
た
特
異
な
信
仰
形
態
と
捉
え
、
そ
の
実
例
と
し
て
高
知
県
香
美
市
物
部

村
に
伝
承
さ
れ
る
い
ざ
な
ぎ
流
の
ミ
コ
ガ
ミ
取
り
上
げ
神
楽
を
分
析
す
る
。
死
霊
が
成

仏
す
る
の
で
は
な
く
、
修
行
を
積
む
こ
と
で
神
と
な
り
、
家
の
祖
霊
神
へ
と
変
成
さ
せ
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る
の
が
こ
の
儀
礼
の
眼
目
だ
と
指
摘
し
た
〔
斎
藤　

二
〇
〇
三
〕。

　

井
上
隆
弘
は
、
静
岡
県
水
窪
町
上
村
に
お
け
る
霜
月
祭
の
次
第
を
検
討
し
、
死
霊
を

浄
化
し
、
祀
り
鎮
め
る
こ
と
に
よ
り
福
徳
を
授
か
る
と
い
う
、
湯
立
の
あ
り
方
を
明
ら

か
に
し
た
。
次
い
で
、
志
摩
の
伊
雑
宮
の
文
書
と
、
霜
月
祭
の
文
書
を
比
較
検
討
す
る

な
か
で
、
北
遠
の
霜
月
祭
が
死
霊
鎮
魂
の
神
楽
で
あ
る
浄
土
神
楽
の
性
格
を
持
つ
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
〔
井
上　

二
〇
〇
四
〕。

　

こ
う
し
た
日
本
各
地
の
民
俗
芸
能
だ
け
で
な
く
、
浄
土
神
楽
の
概
念
を
使
っ
て
海
外

の
事
例
を
考
察
す
る
者
も
現
れ
た
。

　

野
村
伸
一
は
、
朝
鮮
半
島
の
死
霊
ク
ッ
や
ム
ー
ダ
ン
に
よ
る
口
寄
せ
、
中
国
の
目
連

戯
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
事
例
と
、
広
島
県
庄
原
市
東
城
町
戸
宇
の
杤
木
家
文
書
の
「
目
蓮

の
能
」「
身
売
り
能
」「
松
の
能
」
や
中
国
地
方
の
神
楽
に
み
ら
れ
る
松
登
り
の
事
例
を

比
較
し
、
そ
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
〔
野
村　

二
〇
〇
七
〕。

　

三
村
泰
臣
は
、
日
本
の
浄
土
神
楽
の
特
徴
は
、
①
屋
内
と
屋
外
の
二
か
所
を
祭
場
と

す
る
こ
と
、
②
幡
・
天
蓋
な
ど
で
飾
っ
た
屋
外
の
「
神
殿
」
で
、
神
楽
に
よ
る
死
霊
の

供
養
を
行
う
こ
と
、
③
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
藁
蛇
や
白
布
を
使
う
「
看
経
舞
（
荒
神
遊

び
）」が
行
わ
れ
る
こ
と
だ
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、中
国
長
江
流
域
の
苗
族
の「
除
霊
」

や
土
家
族
の
「
道
場
」
と
比
較
を
行
っ
た
〔
三
村　

二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
六
、二
〇
〇
七
〕

〔
三
村
・
王　

二
〇
〇
八
〕。

　

こ
の
よ
う
に
、
九
州
・
中
部
・
四
国
と
い
っ
た
各
地
の
神
楽
を
浄
土
神
楽
と
し
て
考

察
す
る
者
も
出
て
き
た
。
さ
ら
に
、
浄
土
神
楽
と
し
て
の
比
較
の
対
象
は
、
朝
鮮
半
島
・

中
国
大
陸
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
の
事
例
に
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

彼
ら
の
関
心
は
、
儀
礼
に
見
ら
れ
る
宗
教
性
の
探
求
で
あ
り
、
そ
れ
を
宗
教
者
が
ど

の
よ
う
に
儀
礼
を
創
出
し
て
い
っ
た
の
か
に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
こ
う
し
た
思
想
史

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
浄
土
神
楽
は
、
神
楽
と
死
霊
祭
祀
の
関
係
を
考
察
す
る
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
神
楽
に
見
ら
れ
る
仏
教
的
な
要
素
を
分
析
す
る
た
め
の
分
析
概
念

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
岩
田
勝
に
も
看
取
さ
れ
た
が
〔
岩

田　

一
九
八
三
ｂ
、一
九
九
〇
、一
九
九
二
〕、死
霊
を
呼
び
寄
せ
て
口
寄
せ
を
行
う
「
六

道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
と
、
生
者
の
た
め
の
逆
襲
儀
礼
で
あ
る
「
浄
土
入
り
」
を
比
較

考
察
し
た
山
本
ひ
ろ
子
の
使
用
法
〔
山
本　

一
九
九
四
〕
が
画
期
と
な
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
結
果
、
幅
広
い
分
野
間
で
の
比
較
が
可
能
と
な
っ
た
が
、
儀
礼
が
地
域
毎

に
持
つ
文
脈
を
無
視
し
て
、
共
通
性
の
発
見
や
原
型
（
本
質
）
の
探
索
を
行
う
傾
向
も

見
ら
れ
た
。

四
―
二　

中
世
神
楽
論
の
提
唱
と
浄
土
神
楽
（
二
〇
一
六
年
以
降
）

　

平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
、
神
楽
研
究
に
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
論
集
『
神
楽
と

祭
文
の
中
世
』が
出
版
さ
れ
た
。編
者
で
あ
る
斎
藤
英
喜
と
井
上
隆
弘
は
、「
中
世
日
本
紀
」

「
中
世
神
話
」
研
究
の
成
果
を
神
楽
研
究
に
適
用
し
て
、
祭
文
や
儀
礼
の
読
解
を
行
い
神

楽
の
宗
教
性
を
分
析
す
る
「
中
世
神
楽
」
論
を
提
唱
し
た
。
中
世
神
楽
と
は
、
歴
史
区

分
と
し
て
の
中
世
で
あ
り
つ
つ
、そ
れ
以
外
の
時
代
の
神
楽
に
お
け
る「
中
世
的
な
も
の
」

を
捉
え
る
た
め
の「
方
法
的
視
点
」だ
と
い
う〔
斎
藤
・
井
上　

二
〇
一
六　

一
八
、三
五
〕。

そ
の
中
で
浄
土
神
楽
は
、「
中
世
神
楽
に
特
有
の
祭
儀
形
態
」
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
〔
斎

藤
・
井
上　

二
〇
一
六　

一
九
〕〔
斎
藤　

二
〇
一
八　

三
〕。

　

こ
の
論
集
で
、
神
楽
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
（
浄
土
神
楽
）
の
問
題
を
扱
っ
た
の
は
、

北
條
勝
貴
、
渡
辺
伸
夫
、
筆
者
の
三
人
で
あ
っ
た
。

　

北
條
は
、「
牽
か
れ
ゆ
く
神
霊
―
東
ア
ジ
ア
の
比
較
民
俗
か
ら
み
る
死
者
の
浄
化
―
」

に
お
い
て
、「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
な
ど
の
浄
土
神
楽
の
祭
文
と
中
国
少
数
民
族
の

「
指
路
経
」
な
ど
を
比
較
し
、
双
方
に
死
霊
の
浄
化
手
段
と
し
て
「
牽
引
」
と
い
う
要
素

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
〔
北
條　

二
〇
一
六
〕。

　

筆
者
は
、「『
浄
土
神
楽
』
論
の
再
検
討
―
『
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
』
の
位
置
づ
け

を
め
ぐ
っ
て
―
」
を
寄
稿
し
た
。
た
だ
し
、
編
者
よ
り
事
前
に
総
論
で
展
開
さ
れ
て
い

る
中
世
神
楽
論
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
考

察
は
行
な
わ
ず
、「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
が
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
使
用
さ
れ
た
の
か
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を
考
察
す
る
た
め
、
祭
文
よ
り
読
み
取
れ
る
儀
礼
構
造
を
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の

資
料
を
神
楽
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
こ
と
を
提
起
し
た
〔
鈴
木
昂　

二
〇
一
六
〕。

　

ま
た
、
渡
辺
伸
夫
に
よ
り
「
対
馬
の
新
神
供
養
―
「
綱
教
化
」
と
「
提
婆
」
を
中
心

と
し
て
― 

」
と
し
て
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
末
に
か
け
て
の
対
馬
で
開
催
さ
れ
て
い
た

霊
祭
神
楽
に
関
す
る
資
料
紹
介
が
な
さ
れ
た
〔
渡
辺　

二
〇
一
六
〕。
こ
の
資
料
を
編
者

の
井
上
は
、「
霊
祭
神
楽
・
浄
土
神
楽
の
解
明
に
と
っ
て
画
期
的
な
意
義
を
も
つ
」〔
斎
藤
・

井
上
編　

二
〇
一
六　

四
四
〕
と
紹
介
し
た
が
、
翻
刻
者
で
あ
る
渡
辺
は
、
解
説
に
お

い
て
浄
土
神
楽
の
用
語
を
使
わ
ず
、
新さ

ら
か
み神

供
養
・
霊
祭
神
楽
と
い
う
現
地
の
用
語
を
用

い
て
い
る（

（（
（

。

　

そ
の
後
、
こ
の
論
集
の
関
係
者
は
、
浄
土
神
楽
に
関
す
る
研
究
を
活
発
に
推
し
進
め

て
い
く
。

　

星
優
也
は
、「
こ
こ
で
言
う
浄
土
神
楽
と
は
、
神
楽
に
お
け
る
死
者
／
生
者
の
救
済
と

い
う
宗
教
性
を
読
み
解
き
、
仏
教
的
世
界
で
あ
る
浄
土
と
神
楽
が
融
合
し
て
創
ら
れ
る

世
界
を
明
ら
か
に
す
る
視
座
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
鹿
児
島
藺
牟
田
神
舞
の
花
舞
に

関
す
る
資
料
を
読
み
解
き
、
舞
庭
を
浄
土
と
し
て
の
「
花
の
御
神
屋
」
へ
と
荘
厳
す
る

儀
礼
と
し
て
分
析
し
た
〔
星　

二
〇
一
七　

八
四
〕。

　

平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
に
出
さ
れ
た
『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
共
同
研
究
成
果

報
告
論
文
集
（
六
）』
の
「
第
一
部　

神
楽
と
死
者
祭
祀
」
で
は
、
斎
藤
英
喜
、
井
上
隆

弘（
（（
（

、
中
嶋
奈
津
子（

（（
（

、
榎
本
福
寿
が
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
浄
土
神
楽
と

い
う
用
語
を
用
い
た
の
は
、
斎
藤
と
榎
本
で
あ
っ
た
。

　

斎
藤
英
喜
は
、
岩
田
勝
の
浄
土
神
楽
論
を
死
霊
を
鎮
魂
・
浄
化
す
る
儀
礼
と
理
解
し

た
う
え
で
、
鎮
魂
を
め
ぐ
る
解
釈
史
の
中
で
捉
え
返
し
、
岩
田
の
議
論
が
、
中
世
以
来

の
神
話
解
釈
の
歴
史
的
累
積
を
踏
ま
え
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て

浄
土
神
楽
の
用
語
は
、
芸
能
研
究
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
鎮
魂
の
解
釈

史
（
概
念
史
）
の
一
コ
マ
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〔
斎
藤　

二
〇
一
八
〕。

　

榎
本
福
寿
は
、
浄
土
神
楽
に
関
す
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン

文
」
と
「
カ
ン
文
」
の
読
誦
後
に
舞
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
能
と
の
関
係
を
焦
点
化
す

る
。
そ
し
て
、
杤
木
家
蔵
寛
文
四
年
能
本
の
「
松
の
能
」
と
、
能
「
善
知
鳥
」
な
ど
の

中
世
芸
能
や
「
長
門
本
平
家
物
語
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
柱
松
の
習
俗
と
の
共
通
性
を
指

摘
す
る
。
そ
れ
を
基
に
浄
土
神
楽
は
、
亡
魂
を
「
鎮
め
る
」
の
で
は
な
く
、「
浮
か
ば
せ
」

て
浄
土
往
生
を
実
現
す
る
儀
礼
だ
と
規
定
し
、岩
田
勝
の
死
霊
鎮
魂
説
を
批
判
し
た
〔
榎

本　

二
〇
一
八
〕。

　

こ
う
し
た
研
究
状
況
に
対
し
、
鈴
木
正
崇
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
「
中
世
神
楽
」

論
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
〔
鈴
木
正　

二
〇
一
七
、
二
〇
一
八
、
二
〇
二
〇
〕、「
恣

意
的
で
憶
測
的
な
方
法
を
破
棄
し
、
歴
史
と
当
事
者
性
に
配
慮
し
た
研
究
が
確
立
さ
れ

る
べ
き
」
と
提
言
し
て
い
る
〔
鈴
木
正　

二
〇
一
八　

一
六
七
〕。
そ
し
て
浄
土
神
楽
に

関
し
て
は
、
前
稿
〔
鈴
木
正　

二
〇
一
四
〕
と
同
じ
く
浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
の
濫
用

と
内
容
の
拡
大
解
釈
を
諫
め
て
い
る
〔
鈴
木
正　

二
〇
二
〇　

一
五
〇
〕。

　

以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
斎
藤
・
井
上
・
北
條
・
星
は
、
浄
土
神
楽
を
死
霊
祭

祀
と
神
楽
の
関
係
を
捉
え
る
た
め
の
概
念
と
し
て
広
く
捉
え
、
比
較
の
た
め
に
利
用
し

て
い
た
。
そ
の
一
方
、
渡
辺
・
筆
者
・
榎
本
・
鈴
木
正
崇
は
、
浄
土
神
楽
を
あ
る
地
域

に
お
け
る
特
殊
な
事
例
（
実
体
）
と
し
て
捉
え
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
の
実

態
の
解
明
を
目
指
し
て
い
た
。
前
項
で
指
摘
し
た
研
究
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
性
は
、

こ
こ
で
も
看
取
さ
れ
た
。

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
浄
土
神
楽
が
研
究
者
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
浄

土
神
楽
と
い
う
用
語
が
指
し
示
す
内
容
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
研
究
の
流

れ
を
追
う
こ
と
で
確
認
し
て
き
た
。

　

浄
土
神
楽
論
は
、
神
楽
を
鎮
魂
の
祭
儀
と
し
て
説
明
し
た
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
の
系
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譜
に
連
な
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
り
神
楽
の
本
質
が
提
示
さ
れ
た
後
、
死
者
供
養
、
葬
祭

に
関
わ
る
神
楽
の
事
例
が
各
地
か
ら
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
五
来
重
は
、
そ
う
し

た
神
楽
を
タ
マ
シ
ズ
メ
と
し
て
の「
鎮
魂
」を
受
け
継
ぐ
神
楽
と
し
て
評
価
し
て
い
っ
た
。

昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
代
に
入
る
と
、
広
島
県
庄
原
市
に
伝
承
さ
れ
る
荒
神
神
楽

が
発
見
さ
れ
、
祖
先
祭
祀
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
と
考
え

ら
れ
た
歴
史
資
料
も
発
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
岩
田
勝
は
、
中
国
地
方
の

歴
史
資
料
の
な
か
に
浄
土
神
楽
を
見
出
し
、
各
地
の
資
料
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
概
念
化
し

て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
岩
田
勝
以
後
の
浄
土
神
楽
研
究
は
、
①
歴
史
・
民
俗
学
的
研
究

と
②
宗
教
思
想
史
的
研
究
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　

浄
土
神
楽
は
、
近
世
初
期
か
ら
近
世
後
期
の
中
国
地
方
（
広
島
県
・
島
根
県
）
の
歴

史
資
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
実
体
で
あ
る
が
、
岩
田
勝
が
作
り
上
げ
た
研
究
上

の
分
析
概
念
で
も
あ
る
。
岩
田
を
含
め
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
は
、
あ
る
一
定
地
域
に

お
け
る
死
霊
祭
祀
の
固
有
名
詞
（
実
体
）
と
し
て
使
う
論
者
と
、
死
霊
や
浄
土
に
関
わ

る
芸
能
的
な
儀
礼
を
表
す
一
般
名
詞
（
概
念
）
と
し
て
使
用
す
る
論
者
の
二
つ
に
分
け

ら
れ
た
。
浄
土
神
楽
の
用
語
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
側
面
を
併
せ
持
つ
、
特
殊
な
用
語

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
が
指
し
示
す
内
容
（
定
義
）
は
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
に

よ
り
異
な
り
、
儀
礼
の
文
脈
や
性
格
が
違
う
も
の
に
ま
で
適
用
が
拡
大
し
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
一
つ
は
、
浄
土
神
楽
論
の
研

究
史
的
背
景
に
あ
る
「
鎮
魂
」
概
念
の
析
出
過
程
お
よ
び
そ
の
多
義
性
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　

た
と
え
ば
折
口
は
、
岩
戸
神
話
／
宮
中
の
鎮
魂
祭
／
宮
中
や
大
社
の
宮
廷
神
楽
（
御

神
楽
）
／
各
地
の
民
間
神
楽
（
里
神
楽
）
な
ど
、
時
代
や
性
格
が
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な

儀
礼
（
神
楽
）
を
鎮
魂
と
い
う
用
語
で
包
括
し
て
分
析
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
一
つ
一

つ
の
神
楽
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
空
間
で
持
っ
た
意
味
は
捨
象
さ
れ
、
鎮
魂
儀
礼
と
し
て
同

一
の
地
平
で
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
神
楽
」
研
究
と
い
う
よ
り
も
、「
神

楽
」
を
通
し
た
「
鎮
魂
」
の
研
究
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
導
き
出
さ

れ
た
鎮
魂
の
語
義
は
、
多
く
の
事
例
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
必
然
的
に
多
義
的
に

な
る
。

　

そ
れ
と
同
じ
く
浄
土
神
楽
の
用
語
も
、
比
較
と
類
化
と
い
う
折
口
と
同
じ
方
法
で
析

出
さ
れ
て
き
て
い
た
。
そ
し
て
近
年
は
、「
鎮
魂
」
研
究
が
か
つ
て
通
っ
た
道
と
同
じ
よ

う
に
「
浄
土
神
楽
」
概
念
の
研
究
も
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
・

方
法
論
に
依
拠
し
て
浄
土
神
楽
研
究
を
行
え
ば
、
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
、
中
国
地
方
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
筆
者
は
、
浄
土
神
楽
を
鎮
魂
概
念
か

ら
演
繹
的
に
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
中
国
地
方
の
神
楽
研
究
の
立
場
か
ら
歴
史
資
料

に
基
づ
い
て
帰
納
的
に
浄
土
神
楽
を
説
明
す
る
（
定
義
づ
け
る
）
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

　

ま
た
、
浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
を
用
い
て
比
較
研
究
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
星
優

也
の
よ
う
に
、用
語
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
定
義
し
て
か
ら
用
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
死

霊
祭
祀
と
神
楽（

（（
（

」
と
言
わ
ず
に
、「
浄
土
神
楽
」
の
用
語
を
用
い
る
こ
と
の
長
所
と
短
所

は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
用
語
に
関
す
る
事
前
の
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
こ
の
用
語
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
。

　

今
後
の
研
究
で
は
、
浄
土
神
楽
の
用
語
を
用
い
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
浄
土
神
楽
を
定
義
し
、
利
用
し
て
い
く
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
四
日
の
史
料
と
伝
承
の
会
（
於
：
吉
祥
寺
シ
テ
ィ

プ
ラ
ザ
）
に
お
け
る
「
近
世
備
後
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
―
『
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
』

の
位
置
づ
け
を
再
考
す
る
―
」、
二
〇
一
八
年
七
月
二
七
日
の
浄
土
神
楽
研
究
会
（
於
：

佛
教
大
学
）
に
お
け
る
「『
浄
土
神
楽
』
論
の
再
検
討
―
研
究
史
の
整
理
を
中
心
に
―
」

と
い
う
二
度
の
口
頭
発
表
の
内
容
を
基
に
し
て
い
る
。
発
表
の
場
を
与
え
て
く
だ
さ
る

と
と
も
に
、
示
唆
に
富
む
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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本
稿
が
、
浄
土
神
楽
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
に
寄
与
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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記
録
」『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　

第
一
巻　

神
楽
・
舞
楽
』
三
一
書

房

建
設
省
中
国
地
方
建
設
局
、
島
根
県
教
育
委
員
会
編　

一
九
九
〇　
『
志
津
見
の
民
俗
：

志
津
見
ダ
ム
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書　

資
料
編
』
建
設
省
中
国
地
方
建
設
局
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五
来
重　

二
〇
〇
八　
「
遊
部
考
」『
日
本
人
の
死
生
観
と
葬
墓
史　

五
来
重
著
作
集 

第

三
巻
』
法
蔵
館
（
初
出
は
、『
仏
教
文
学
研
究
』（
一
）
仏
教
文
学
研
究
会
、
一
九

六
三
年
。）

斎
藤
英
喜　

二
〇
〇
三　
「『
浄
土
神
楽
』
と
い
ざ
な
ぎ
流
―
『
仏
教
』
と
『
民
俗
』
を

め
ぐ
る
諸
問
題
」
池
見
澄
隆
編
著
・
斎
藤
英
喜
編
著
『
日
本
仏
教
の
射
程
』
人
文

書
院

斎
藤
英
喜
・
井
上
隆
弘
編　

二
〇
一
六　
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
：
変
容
す
る
信
仰
の
か

た
ち
』
思
文
閣
出
版

斎
藤
英
喜　

二
〇
一
八　
「『
浄
土
神
楽
』
と
『
鎮
魂
』
の
解
釈
史
：『
死
に
向
き
合
う
宗

教
文
化
』
論
の
た
め
に
」『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
共
同
研
究
成
果
報
告
論
文
集
』

（
六
）
佛
教
大
学
総
合
研
究
所

坂
本
要　

二
〇
一
一
ａ　
「「
鎮
魂
」
語
の
近
代
―
「
鎮
魂
」
語
疑
義
考
（
そ
の
一
）」『
比

較
民
俗
研
究
』（
二
五
）
筑
波
大
学
比
較
民
俗
研
究
会

坂
本
要　

二
〇
一
一
ｂ　
「「
鎮
魂
」
語
―
「
鎮
魂
」
語
疑
義
考
（
そ
の
二
）」『
比
較
民

俗
研
究
』（
二
六
）
筑
波
大
学
比
較
民
俗
研
究
会

坂
本
要　

二
〇
一
二　
「
怨
霊
・
御
霊
と
「
鎮
魂
」
語  「
鎮
魂
」
語
疑
義
考
（
そ
の
三
）」

『
比
較
民
俗
研
究
』（
二
七
）
筑
波
大
学
比
較
民
俗
研
究
会

島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
編　

二
〇
一
〇　
『
島
根
の
神
楽
：
芸
能
と
祭
儀
』
島

根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館

鈴
木
昂
太　

二
〇
一
四　
「
杤
木
家
文
書
「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」（
１
）」『
儀
礼
文

化
学
会
紀
要　

儀
礼
文
化
』（
二
）
儀
礼
文
化
学
会

鈴
木
昂
太　

二
〇
一
六　
「『
浄
土
神
楽
』
論
の
再
検
討
―
『
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
』

の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
―
」
斎
藤
英
喜
・
井
上
隆
弘
編
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
：

変
容
す
る
信
仰
の
か
た
ち
』
思
文
閣
出
版

鈴
木
昂
太　

二
〇
一
七　
「
杤
木
家
文
書
「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」（
２
）」『
儀
礼
文

化
学
会
紀
要　

儀
礼
文
化
』（
五
）
儀
礼
文
化
学
会

鈴
木
正
崇　

一
九
八
七　
「
荒
神
神
楽
に
み
る
現
世
と
他
界
」
守
屋
毅
編
『
祭
り
は
神
々

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
―
芸
能
を
め
ぐ
る
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
力
富
書
房

鈴
木
正
崇　

一
九
八
八　
「
神
楽
と
鎮
魂
―
荒
神
祭
祀
に
み
る
神
と
人
」
守
屋
毅
編
『
芸

能
と
鎮
魂
：
歓
楽
と
救
済
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
春
秋
社

鈴
木
正
崇　

二
〇
〇
一　
『
神
と
仏
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館

鈴
木
正
崇　

二
〇
一
四　
「
伝
承
を
持
続
さ
せ
る
も
の
と
は
何
か
―
比
婆
荒
神
神
楽
の
場

合
―
」『
国
立
歴
史
民
俗
学
物
館
研
究
報
告
』（
一
八
六
）、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

鈴
木
正
崇　

二
〇
一
七　
「
書
評
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
：
変
容
す
る
信
仰
の
か
た
ち
』」

『
日
本
民
俗
学
』（
二
九
二
）
日
本
民
俗
学
会

鈴
木
正
崇　

二
〇
一
八　
「
神
楽
研
究
の
課
題
と
展
望
」『
日
本
民
俗
学
』（
二
九
六
）
日

本
民
俗
学
会

鈴
木
正
崇　

二
〇
二
〇　
「
花
祭
×
い
ざ
な
ぎ
流　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
コ
メ
ン
ト
」

名
古
屋
大
学
文
学
研
究
科
附
属
人
類
文
化
遺
産
テ
ク
ス
ト
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編

『H
ERIT

EX

』（
三
）
名
古
屋
大
学
文
学
研
究
科
附
属
人
類
文
化
遺
産
テ
ク
ス
ト

学
研
究
セ
ン
タ
ー

津
城
寛
文　

一
九
九
〇　
『
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
―
研
究
史
的
位
相
と
歌
人
の
身
体
感

覚
』春
秋
社（
な
お
筆
者
は
、「
つ
く
ば
リ
ポ
ジ
ト
リ
」に
て
公
開
さ
れ
て
い
る「（017

リ
ポ
ジ
ト
リ
版
」
を
参
照
し
た
）

津
城
寛
文　

二
〇
〇
五　
「
神
道
起
源
論
と
し
て
の
折
口
鎮
魂
説
」
國
學
院
大
學
折
口
信

夫
博
士
記
念
古
代
研
究
所
、
小
川
直
之
編
『
折
口
信
夫
・
釋
迢
空
：
そ
の
人
と
学
問
』

お
う
ふ
う

東
城
町
教
育
委
員
会
編　

一
九
八
二　
『
比
婆
荒
神
神
楽　

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
』
東

城
町
文
化
財
協
会

中
嶋
奈
津
子　

二
〇
一
八　
「
南
部
藩
領
内
に
お
け
る
死
者
祭
祀
に
関
わ
る
神
楽
の
事

例
」『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
共
同
研
究
成
果
報
告
論
文
集
』（
六
）
佛
教
大
学
総

合
研
究
所
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中
道
等　

一
九
二
九　
「
な
い
も
・
お
し
ま
こ
・
墓
獅
子
な
ど
」『
民
俗
藝
術
』
二
（
一
〇
）

民
俗
藝
術
の
会

中
山
太
郎　

一
九
三
〇　
「
獅
子
舞
漫
考
」『
民
俗
藝
術
』
三
（
一
）
民
俗
藝
術
の
会

西
田
啓
一　

一
九
七
八　
「
備
後
神
楽
の
亡
霊
供
養
」『
尋
源
』（
三
〇
）
大
谷
大
学
国
史

学
会

西
田
啓
一　

一
九
八
一　
「
備
後
霊
祭
神
楽
と
山
岳
芸
能
」
五
来
重
編
『
修
験
道
の
美
術
・

芸
能
・
文
学
（
二
）』
名
著
出
版

西
田
啓
一　

一
九
八
四　
「
六
道
十
三
仏
の
勧
文
」「
荒
神
神
楽
神
殿
綱
入
之
次
第
」
五

来
重
編
『
修
験
道
史
料
集　

西
日
本
編
』
名
著
出
版

西
角
井
正
大　

一
九
七
九　
『
民
俗
芸
能
入
門
』
文
研
出
版

西
角
井
正
慶　

一
九
三
四　
『
神
楽
研
究
』 
壬
生
書
院

西
角
井
正
慶
・
倉
林
正
次　

一
九
六
〇　
「
霊
祭
神
楽
考
―
隠
岐
芸
能
の
一
面
―
」『
國

學
院
雑
誌
』
六
一(

二
・
三)

國
學
院
大
學

野
村
伸
一　

二
〇
〇
七　
「
書
評 

東
ア
ジ
ア
の
死
者
供
養
か
ら
み
た
浄
土
神
楽--

井
上

隆
弘
『
霜
月
神
楽
の
祝
祭
学
』
を
読
ん
で
」『
藝
能
』（
一
三
）
藝
能
学
会
編
集
委

員
会

橋
本
裕
之　

二
〇
〇
六　
『
民
俗
芸
能
研
究
と
い
う
神
話
』
森
話
社

日
高
伊
三　

一
九
九
七　
「
八
蓮
壱
本
大
宅
朝
臣
―
悲
運
の
武
将
鎮
魂
の
大
神
楽
―
」『
郷

土
石
見
』（
四
五
）
石
見
郷
土
研
究
懇
話
会

俵
木
悟　

二
〇
一
八　
『
文
化
財
／
文
化
遺
産
と
し
て
の
民
俗
芸
能
』
勉
誠
出
版

俵
木
悟　

二
〇
一
九　
「
民
俗
学
的
芸
能
研
究
を
開
く
／
拓
く
」『
日
本
民
俗
学
』（
三
〇

〇
）
日
本
民
俗
学
会

広
島
県
編　

一
九
七
八　
『
広
島
県
史　

古
代
中
世
資
料
編
Ⅳ
』
広
島
県

藤
原
宏
夫　

二
〇
〇
八　
「
神
楽
台
本
『
神
能
記
』
よ
り
「
八
澤
」
の
翻
刻
と
考
察
」『
古

代
文
化
研
究
』（
一
六
）
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー

藤
原
宏
夫　

二
〇
〇
九　
「
八
注
連
の
諸
相
と
変
遷
に
つ
い
て
」『
民
俗
芸
能
研
究
』（
四

六
）
民
俗
芸
能
学
会

藤
原
宏
夫　

二
〇
一
八　
「
史
料
紹
介　

束
郷
村
上
家
文
書
『
清
地
祭
門
答
』」
島
根
県

古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
隠
岐
の
祭
礼
と
芸
能
に
関
す
る
研
究
』
島
根
県
古
代
文

化
セ
ン
タ
ー
研
究

北
條
勝
貴　

二
〇
一
六　
「
牽
か
れ
ゆ
く
神
霊
―
東
ア
ジ
ア
の
比
較
民
俗
か
ら
み
る
死
者

の
浄
化
―
」
斎
藤
英
喜
・
井
上
隆
弘
編
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
：
変
容
す
る
信
仰

の
か
た
ち
』
思
文
閣
出
版

星
優
也　

二
〇
一
七　
「
浄
土
神
楽
と
法
性
神
：
藺
牟
田
神
舞『
花
舞
』を
め
ぐ
っ
て
」『
京

都
民
俗
』（
三
五
）
京
都
民
俗
学
会

本
田
安
次　

一
九
五
四　
『
霜
月
神
楽
之
研
究
』
明
善
堂
書
店

本
田
安
次　

一
九
六
六　
『
神
楽
』
木
耳
社

松
浦
康
麿　

一
九
五
五　
「
隠
岐
に
於
け
る
葬
祭
神
楽
に
つ
い
て
」
遠
藤
二
郎
編
『
山
陰

研
究
』
遠
藤
文
庫
（
の
ち
に
「
隠
岐
島
の
葬
祭
霊
祭
神
楽
に
つ
い
て
」『
島
前
の
文

化
財
』（
二
）
隠
岐
島
前
教
育
委
員
会
、
一
九
七
二
年
に
増
補
さ
れ
て
再
録
）

松
尾
恒
一　

二
〇
一
四　
「
死
霊
を
め
ぐ
る
神
楽
と
鎮
魂
─
い
ざ
な
ぎ
流
と
比
婆
荒
神
神

楽
─
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
松
尾
恒
一
編
『
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
文
化
』
岩
田

書
院

皆
川
隆
一　

一
九
八
八　
「
た
ま
ふ
り
・
た
ま
し
づ
め
」
西
村
亨
編
『
折
口
信
夫
事
典
』

大
修
館
書
店

三
村
泰
臣　

二
〇
〇
五
～
二
〇
〇
六　
「
中
国
の
浄
土
神
楽
（
一
）
～
（
七
）」『
ま
つ
り

通
信
』（
五
一
五
）
～
（
五
二
一
）
ま
つ
り
同
好
会

三
村
泰
臣　

二
〇
〇
七　
「
神
楽
に
よ
る
死
霊
の
供
養
―
西
日
本
と
南
中
国
の
事
例
か

ら
」『
宗
教
研
究
』
八
〇
（
四
）
日
本
宗
教
学
会

三
村
泰
臣
・
王
倩
予　

二
〇
〇
八　
「
長
江
中
流
域
三
角
地
帯
の
民
間
祭
祀
」『
広
島
工

業
大
学
紀
要 
研
究
編
』（
四
二
）
広
島
工
業
大
学

三
村
泰
臣　

二
〇
一
〇　
『
中
国
地
方
民
間
神
楽
祭
祀
の
研
究
』
岩
田
書
院
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山
本
ひ
ろ
子　

一
九
九
四　
「
浄
土
神
楽
祭
文　

死
の
国
へ
の
ギ
ャ
ン
ビ
ッ
ト
」『
ユ
リ

イ
カ
臨
時
増
刊 

総
特
集 

死
者
の
書
』
青
土
社

山
本
ひ
ろ
子　

一
九
九
七
ａ　
「
神
楽
の
儀
礼
宇
宙
―
大
神
楽
か
ら
花
祭
へ
（
下
の
一
）

花
祭
浄
土
変
・
前
篇
」『
思
想
』（
八
七
七
）
岩
波
書
店

山
本
ひ
ろ
子　

一
九
九
七
ｂ　
「
神
楽
の
儀
礼
宇
宙
―
大
神
楽
か
ら
花
祭
へ
（
完
）
花
祭

浄
土
変
・
後
篇
」『
思
想
』（
八
八
〇
）
岩
波
書
店

吉
田
均　

二
〇
〇
九　
「
隠
岐
・
島
後
に
お
け
る
葬
祭
、
霊
祭
神
楽
の
痕
跡
」『
隠
岐
の

文
化
財
』（
二
六
）
隠
岐
の
島
町
教
育
委
員
会
、
海
士
町
教
育
委
員
会
、
西
ノ
島
町

教
育
委
員
会
、
知
夫
村
教
育
委
員
会

渡
辺
伸
夫　

二
〇
〇
一　
「
対
馬
の
命
婦
と
法
者
：
神
楽
と
祭
文
の
世
界
」『
東
西
南
北
：

和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所
年
報
二
〇
〇
一
』
和
光
大
学
総
合
文
化
研
究
所

渡
辺
伸
夫　

二
〇
〇
二　
「
巫
覡
と
神
楽
―
対
馬
の
視
点
か
ら
―
」『「
韓
国
の
巫
俗
と
芸

能
」
展 

神
々
の
宇
宙
』
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

渡
辺
伸
夫　

二
〇
一
六　
「
対
馬
の
新
神
供
養
―
「
綱
教
化
」
と
「
提
婆
」
を
中
心
と
し

て
― 

」
斎
藤
英
喜
・
井
上
隆
弘
編
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世
：
変
容
す
る
信
仰
の
か

た
ち
』
思
文
閣
出
版

【
注
】

（
1
）
二
〇
一
八
年
九
月
二
二
日
に
は
、
佛
教
大
学
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
死
者
儀
礼
と

『
浄
土
神
楽
』」
が
開
催
さ
れ
た
（
浄
土
神
楽
研
究
会
が
主
催
）。
そ
こ
で
は
、
斎
藤

英
喜
「
問
題
提
起
―
『
浄
土
神
楽
』
論
の
再
検
討
」、
本
林
靖
久
「
死
霊
鎮
魂
の
神

楽
か
ら
浄
土
神
楽
へ
の
系
譜
―
五
来
重
の
学
問
の
展
開
を
中
心
に
―
」、
鈴
木
正
崇

「
神
楽
研
究
の
課
題
と
展
望
」
の
口
頭
発
表
、
榎
本
福
寿
と
井
上
隆
弘
に
よ
る
コ
メ

ン
ト
と
参
加
者
に
よ
る
議
論
が
行
わ
れ
た
。

（
3
）
俵
木
悟
は
、
当
該
期
間
の
民
俗
学
と
周
辺
領
域
に
お
け
る
芸
能
研
究
の
動
向
を

ま
と
め
た
論
考
の
中
で
、「
中
世
神
楽
」
論
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。近

い
時
期
に
同
じ
対
象
に
取
り
組
み
、
論
点
も
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
研
究

ど
う
し
に
交
流
の
様
子
が
見
え
な
い
の
を
不
思
議
に
思
う
。（
中
略
）
著
者
の

意
図
に
そ
ぐ
わ
な
い
成
果
に
は
関
心
も
示
さ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
態
度
は
、
結
果
と
し
て
「
分
か
る
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
」
独
善

的
な
方
向
に
向
か
わ
な
い
か
〔
俵
木　

二
〇
一
九　

一
一
五
〕。

（
3
）
民
俗
芸
能
と
い
う
用
語
は
、
昭
和
二
～
三
〇
年
頃
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
、
新

し
い
言
葉
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
出
し
た
時
代
背
景
や
用

語
が
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
つ
い
て
は
、
橋
本
裕
之
の
研
究
が
あ
る
〔
橋
本　

二
〇
〇
六
〕。
ま
た
、
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に
、
文
化
財
や
文
化
遺
産
の
制
度
の
整

備
に
伴
い
、
民
俗
芸
能
と
い
う
領
域
が
ど
の
よ
う
に
画
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
俵
木
悟
の
研
究
が
あ
る
〔
俵
木　

二
〇
一
八
〕。

（
4
）「
鎮
魂
祭
は
舞
を
舞
う
て
魂
を
呼
び
入
れ
る
と
い
ふ
事
が
一
番
古
い
意
義
な
の
で

あ
る
。
そ
の
鎮
魂
の
舞
を
あ
そ
び
と
い
ふ
。
平
安
朝
で
は
、
音
楽
を
奏
で
る
事
を

遊
び
と
言
う
て
舞
を
伴
う
て
ゐ
、
奏
楽
だ
け
で
も
遊
び
と
い
う
た
。
一
方
、
人
の

死
ん
だ
場
合
の
舞
を
あ
そ
び
と
い
ふ
や
う
に
な
つ
て
来
て
、
葬
式
に
あ
づ
か
る
部

曲
と
し
て
遊
部
（
死
霊
を
慰
め
る
た
め
の
歌
舞
を
奏
し
た
）
が
出
来
た
。
そ
れ
と

区
別
す
る
為
に
神
遊
び
と
い
ふ
言
葉
が
出
来
た
一
面
も
あ
る
。
神
遊
び
と
い
ふ
言

葉
は
、
古
今
集
に
あ
る
の
が
文
献
と
し
て
古
い
の
で
、
そ
の
以
前
に
於
て
は
、
鎮

魂
の
夜
舞
で
あ
る
あ
そ
び
が
神
あ
そ
び
乃
至
は
神
楽
の
元
を
成
し
て
ゐ
る
と
言
ふ

こ
と
が
出
来
る
。」〔
西
角
井　

一
九
三
四　

二
〇
〕

（
（
）「
神
楽
は
、
強
力
な
霊
魂
で
あ
る
神
を
神
座
に
勧
請
し
、
鎮
魂
の
祈
禱
を
な
し
、

或
は
神
の
託
宣
を
聞
く
神
事
で
あ
っ
た
。」〔
本
田　

一
九
六
六　

一
八
三
〕

（
（
）
た
と
え
ば
、
仲
井
幸
二
郎
・
西
角
井
正
大
・
三
隅
治
雄
編
『
民
俗
芸
能
辞
典
』（
東

京
堂
出
版
、
一
九
八
一
年
）、『
祭
・
芸
能
・
行
事
大
辞
典
』（
小
島
美
子
ほ
か
監
修
、

朝
倉
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。
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（
7
）
坂
本
要
は
、
鎮
魂
の
研
究
史
を
ま
と
め
た
上
で
、
鎮
魂
の
概
念
は
「
宮
中
鎮
魂

と
死
者
鎮
魂
と
芸
能
鎮
魂
（
鎮
魂
芸
能
）
の
三
つ
に
分
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
指

摘
す
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
宮
中
の
大
嘗
祭
や
鎮
魂
祭
、
殯
に
お
け
る
遊
部

の
歌
舞
、
神
楽
や
田
遊
び
な
ど
の
ア
ソ
ビ
の
芸
能
と
い
う
、
性
格
が
異
な
る
三
つ

の
対
象
か
ら
か
ら
析
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
坂
本　

二
〇
一
一
ｂ　

五
六
）。
折

口
は
、
こ
う
し
た
時
代
や
分
野
が
違
う
儀
礼
を
「
鎮
魂
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
で

ま
と
め
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
多
義
的
に
鎮
魂
語
を
使
用
し
た
。

（
8
）
折
口
信
夫
の
「
鎮
魂
」
概
念
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
、
津
城
寛
文
〔
津

城
一
九
九
〇
、
二
〇
〇
五
〕、
皆
川
隆
一
〔
皆
川　

一
九
八
八
〕
な
ど
が
あ
る
。
神

楽
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
岩
田
勝
〔
岩
田　

一
九
九
二
〕
や
久
保
田
裕
道
〔
久

保
田　

二
〇
一
四
〕
が
詳
し
く
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
近
代
以
降
の
「
鎮
魂
」

概
念
の
変
遷
は
、
政
治
・
社
会
、
怨
霊
・
御
霊
信
仰
と
の
関
連
か
ら
詳
細
に
明
ら

か
に
し
た
坂
本
要
の
三
部
作
が
あ
る
〔
坂
本　

二
〇
一
一
ａ
、
ｂ
、
二
〇
〇
二
〕。

（
（
）
津
城
寛
文
は
、「
鎮
魂
と
は
人
間
が
あ
る
呪
術
に
よ
っ
て
魂
を
触
れ
さ
せ
、
殖
や

し
、鎮
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
を
正
確
な
技
術
に
よ
り
成
就
し
、

魂
を
実
際
に
触
れ
さ
せ
、
殖
や
し
、
鎮
め
る
の
は
、
産
霊
の
神
の
職
掌
に
か
か
る

こ
と
な
の
で
あ
る
」〔
津
城　

一
九
九
〇　

二
八
〕
と
ま
と
め
て
い
る
。

（
10
）「
民
俗
学
研
究
所
報
三
一
」『
民
間
伝
承
』（
一
五
・
二
）
日
本
民
俗
学
会
、
一
九

五
一
年
、
四
七
頁
。

（
11
）
中
国
地
方
に
お
け
る
若
宮
信
仰
・
松
神
楽
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
田
中
重
雄
「
お
し
ろ
め
し
と
若
宮
遊
び
」『
甲
奴
郡
文
化
財
研
究
』

（
三
）（
甲
奴
郡
文
化
財
研
究
会
、
一
九
七
三
年
）。
田
中
重
雄
「
上
下
地
方
に
於
け

る
若
宮
信
仰
に
つ
い
て
」『
広
島
民
俗
』（
九
）（
広
島
民
俗
学
会
、
一
九
七
八
年
）。

牛
尾
三
千
夫
「
若
宮
遊
び
と
松
神
楽
」『
國
学
院
雑
誌
』
八
一
（
一
一
）（
國
學
院

大
學
、
一
九
八
〇
年
）。
ま
た
、『
上
下
町
史　

民
俗
資
料
編
』（
上
下
町
、
一
九
九

三
年
）
に
は
、
若
宮
祭
祀
と
松
神
楽
に
関
す
る
歴
史
資
料
が
、
岩
田
勝
と
田
中
重

雄
に
よ
り
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）
管
見
の
限
り
、
渡
辺
は
、
対
馬
に
お
け
る
死
霊
祭
祀
の
事
例
を
説
明
す
る
う
え

で
浄
土
神
楽
と
い
う
用
語
は
用
い
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、「
か
み
」「
関
渡

し
」「
山
入
祈
禱
」「
新
神
供
養
」
と
い
う
資
料
用
語
や
「
先
祖
祭
」
と
い
う
フ
ラ
ッ

ト
な
用
語
を
用
い
て
い
る
〔
渡
辺　

二
〇
〇
一　

一
三
六
～
一
三
八
〕。
ま
た
別
稿

で
は
、「
死
霊
し
ず
め
」
の
神
楽
と
し
て
、
備
後
に
は
浄
土
神
楽
、
隠
岐
に
は
八
重

注
連
神
楽
、
対
馬
に
は
新
神
供
養
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
浄
土
神
楽
を
備
後
に

固
有
の
神
楽
と
し
て
記
述
し
て
い
る
〔
渡
辺　

二
〇
〇
二　

六
三
〕。

（
13
）
井
上
隆
弘
は
、山
口
県
山
代
地
方
に
伝
承
さ
れ
る
山
代
神
楽
の
演
目
で
あ
る
「
天

大
将
軍
」
と
、
式
年
で
開
催
さ
れ
る
「
山
鎮
」
の
儀
礼
を
分
析
し
、
死
霊
祭
祀
の

性
格
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
〔
井
上　

二
〇
一
八
〕。

（
14
）
中
嶋
奈
津
子
は
、「
南
部
藩
領
内
に
特
有
の
権
現
信
仰
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
神

楽『
墓
獅
子
』の
実
態
と
現
状
」を
明
ら
か
に
し
た〔
中
嶋　

二
〇
一
八
〕。
た
だ
し
、

そ
も
そ
も
墓
獅
子
を
「
神
楽
」
と
定
義
し
て
良
い
の
か
な
ど
、議
論
の
余
地
は
残
る
。

（
1（
）
た
と
え
ば
松
尾
恒
一
は
、「
死
霊
を
め
ぐ
る
神
楽
と
鎮
魂
─
い
ざ
な
ぎ
流
と
比
婆

荒
神
神
楽
─
」
と
し
て
、日
本
と
中
国
に
お
け
る
鎮
魂
・
招
魂
の
儀
礼
を
分
析
し
た
。

本
論
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
六
道
十
三
佛
之
カ
ン
文
」
や
比
婆
荒
神
神
楽
の
龍
押

し
儀
礼
な
ど
、
浄
土
神
楽
論
者
と
同
じ
題
材
を
扱
い
な
が
ら
も
、
浄
土
神
楽
の
用

語
を
用
い
ず
に
死
霊
を
め
ぐ
る
神
楽
と
鎮
魂
の
問
題
を
論
じ
た
点
で
あ
る
〔
松
尾　

二
〇
一
四
〕。

鈴
木
昂
太
（
東
京
文
化
財
研
究
所　

無
形
文
化
遺
産
部
）
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A Reexamination of the Theory of Jodo (Pure Land) – Kagura:
Focusing on the Organization of Research History

Suzuki  Kota

　　Kagura, song and dance performed in prayer to the deities and buddhas, has been transmitted 

in Japan in various forms. Previous research has pointed out that the function of Jodo (Pure Land) 

kagura is to hold a memorial service to a departed soul. Iwata Masaru employed the term “Jodo 

kagura” to focalize the relationship between kagura and memorial service. Following Iwata’s 

research, scholars with a variety of viewpoints have used this term to hold discussions of various 

types.

　　The purpose of the present paper is to confirm how Jodo kagura has been discussed by 

researchers, what the term “Jodo kagura” indicates and to follow the trend of research.

　　Results of analysis show that the term “Jodo kagura” has been used in two ways: as a proper 

noun to refer to a memorial service of a given region and as a common noun to refer to artistic rites 

related with the spirit of the dead and Jodo. It must be noted that Jodo kagura is a special 

terminology that consists of two aspects, reality and concept. Additionally, the meaning of Jodo 

kagura differs from one researcher to another and it is applied widely to different rites in context 

and characteristics. 

　　In future study, it will become necessary to clarify how the user of the term “Jodo kagura” 

defines it, each in his point of view, and for what purpose he uses it. 


